
七
一

大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

は
じ
め
に
―
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の
歴
史
的
位
置

一
六
世
紀
に
日
本
で
開
始
さ
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
に
よ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
呼
ば
れ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
大
名
が
生
ま
れ

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た（

１
）が

、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
は
、
大
名

個
人
が
ど
の
よ
う
に
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
を
受
け
入
れ
、
ど
の
程
度
キ
リ
シ
タ
ン
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
し
て
き
た
か
、
と
い
う
点
に
関
心
が

集
中
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
信
仰
が
「
純
粋
な
」
も
の
か
、
そ
れ
と
も
南
蛮
貿
易
の
利
益
や
政
治
的
な
関
心
が
主
か
、
そ
の
信

仰
が
他
の
日
本
の
伝
統
宗
教
の
そ
れ
と
は
異
質
か
否
か
、
そ
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
し
て
は
抑
圧
的
な
政
策
を
と
っ
た
と
さ
れ
る
統
一
政
権

の
支
配
下
で
、
信
仰
が
堅
固
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
な
ど
が
主
要
な
論
点
と
な
っ
て
き
た
。
言
い
換
え
れ
ば
大
名
個
人
の
内
面
を
中
心

と
す
る
研
究
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
い
え
ど
も
戦
国
大
名
で
あ
る
。
戦
国
大
名
は
領
国
支
配
体
制
を
構
成
す
る
大
名
家
中
と
い
う
組
織
の

長（
２
）で

あ
り
、
信
仰
も
ま
た
そ
の
立
場
と
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
。
特
に
近
年
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
、
戦
国
大
名
は
独
断

の
裁
定
を
な
し
う
る
専
制
君
主
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
親
族
・
家
臣
ら
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
家
中
の
支
持
や
、
領
民
の
支
持
に
基
礎
を
置
く

大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

神　

田　

千　

里



七
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存
在
で
あ
っ
た
こ
と（

３
）を

考
慮
す
れ
ば
、
改
宗
に
際
し
て
も
、
暗
黙
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
家
中
の
合
意
や
支
持
、
ひ
い
て
は
領
民
の
支
持
が

必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
、キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
し
て
著
名
な
大
友
宗
麟
は
、イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
活
動
が
始
ま
っ
て
も
容
易
に
改
宗
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ

た
。「
も
し
改
宗
す
れ
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
家
臣
に
殺
さ
れ
、
王
位
（
大
名
家
当
主
の
地
位
―
引
用
者
）
を
逐
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い

か
と
考
え
て
い（

４
）」

た
と
い
う
。
や
は
り
著
名
な
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
有
馬
晴
信
の
父
義
貞
も
、
結
局
は
改
宗
し
た
も
の
の
、
当
初
は
「
キ
リ
ス

ト
教
の
真
理
に
深
く
至
り
つ
い
た
か
に
み
え
る
」
も
の
の
、「
家
臣
た
ち
の
理
解
が
未
だ
至
ら
な
い
の
で
、
自
分
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
は
な
ら

な
い
」（
一
五
七
〇
年
一
〇
月
二
一
日
ベ
ル
シ
ョ
ー
ル
・
デ
・
フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
書
翰
、
エ
ヴ
ォ
ラ
版
『
日
本
通
信
』
第
一
部
第
二
九
七
葉
―

以
下CEV

 I f.297

の
如
く
略
称
、
松
田
毅
一
監
訳
『
十
六
・
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
』
第
三
期
第
四
巻
（
同
朋
舎
出
版
）
二
四
頁

―
以
下
『
報
告
集
』
Ⅲ
四
・
二
四
頁
の
如
く
略
称
）
と
述
べ
た
と
い
う
。
戦
国
大
名
自
身
が
改
宗
に
際
し
、
家
中
の
一
定
の
合
意
を
得
る
必

要
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
個
人
の
内
面
が
総
て
と
い
う
近
代
人
の
行
動
原
理
を
、
そ
の
ま
ま
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
に
適
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い（

５
）。

確
か
に
大
名
領
国
に
お
け
る
信
仰
の
あ
り
方
を
大
き
く
規
定
す
る
の
は
、
大
名
当
主
自
身
の
信
仰
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
大

名
領
国
の
領
民
た
ち
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
改
宗
す
る
か
否
か
は
「
殿
次
第
」
で
あ
る
と
の
認
識
は
宣
教
師
た
ち
の
間
に
広
ま
っ
て
い
た
。
例
え

ば
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
は「
今
あ
る
最
良
の
布
教
者
は
領
主
や『
殿
』た
ち
で
あ
る
…
…
彼
ら
が
あ
る
教
え
を
奉
じ
る
よ
う
に
彼
ら（
領

民
）
に
い
え
ば
、
そ
れ
に
簡
単
に
従
い
、
そ
れ
ま
で
信
奉
し
て
き
た
教
え
を
、
通
常
は
捨
て
て
し
ま
う
。
一
方
彼
ら
が
他
の
教
え
に
帰
依
す

る
た
め
の
許
可
を
与
え
な
い
時
に
は
、
彼
ら
（
領
民
）
は
如
何
に
望
ん
で
い
て
も
そ
れ
に
帰
依
す
る
こ
と
は
な
い
」（
一
五
七
一
年
九
月
五

日
書
翰
、Jap.Sin.7I,f.20v.

）
と
述
べ
て
い
る（

６
）か

ら
、
大
名
個
人
の
信
仰
が
領
民
の
信
仰
を
規
定
す
る
場
面
も
多
か
っ
た
。

し
か
し
領
民
へ
の
大
き
な
影
響
力
と
家
中
の
武
士
へ
の
影
響
力
と
は
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
領
主
た
る
地
位
を
も
つ
家
臣
も
ま
た
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領
民
の
信
仰
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
家
臣
が
主
君
に
信
仰
を
勧
め
る
よ
う
な
事
例
も
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
家
中
に
お
い
て
改
宗
に
合
意
を
得
る
こ
と
は
領
民
に
対
す
る
場
合
と
は
異
な
る
困
難
が
想
定
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
戦
国
大
名
特
有
の
事
情
に
注
目
し
た
い
。
即
ち
大
名
が
隣
国
の
大
名
や
国
内
の
敵
対
勢
力
に
対
し
て
戦
争
を
行
う
上

で
、信
仰
に
よ
る
家
中
の
結
束
が
不
可
欠
だ
っ
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
戦
争
の
際
に
は
、領
内
の
寺
社
に
勝
利
を
期
し
た
祈
禱
が
な
さ
れ
、

従
軍
す
る
武
士
ら
は
、
神
仏
の
加
護
を
期
待
な
い
し
確
信
し
つ
つ
戦
場
に
向
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
信
仰
上

の
こ
う
し
た
儀
式
と
そ
れ
に
よ
る
結
束
な
く
し
て
戦
争
を
成
し
得
る
よ
う
な
局
面
を
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
ほ
ど
、
神
仏
へ
の
信
仰

と
戦
争
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
。

一
方
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
す
る
信
仰
が
在
来
の
日
本
の
神
仏
へ
の
そ
れ
を
排
撃
す
る
も
の
で
あ
り
、
戦
国
大
名
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
改
宗
し

た
場
合
、
例
え
ば
大
村
純
忠
が
摩
利
支
天
の
祠
を
破
壊
し
た
よ
う
に
神
仏
を
冒
瀆
し
、
寺
社
を
破
壊
す
る
行
動
に
出
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い

る
。
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
は
神
仏
へ
の
信
仰
を
排
撃
す
る
一
方
、
神
仏
へ
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
従
軍
し
て
き
た
家
中
を
率
い
て
戦
争
を
遂
行

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
自
ら
在
来
信
仰
を
排
撃
し
、
か
つ
在
来
信
仰
を
否
定
し
た
新
た
な
信
仰
に
よ
る
家
中
の
結
束
を
創
出

す
る
と
い
う
課
題
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
は
直
面
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
視
点
か
ら
、
著
名
な
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の
一
人
大
友
宗

麟
を
選
び
、
宗
麟
の
改
宗
の
過
程
を
検
証
し
つ
つ
、
宗
麟
の
改
宗
に
関
す
る
戦
国
時
代
固
有
の
事
情
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
き
た
い
。

Ⅰ　

改
宗
の
前
提

大
友
宗
麟
の
改
宗
は
天
正
六
年（
一
五
七
八
）、父
義
鑑
の
死
去
後
、大
友
家
の
家
督
を
相
続
し
た
天
文
一
九
年（
一
五
五
〇
）か
ら
二
八
年
後
、

後
の
宗
麟
が
回
想
し
た
よ
う
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
る
希
望
を
も
っ
た
一
六
歳
の
折
（
一
五
四
五
年
）
か
ら
は
三
三
年
後
で
あ
る
。
永
禄
五



七
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年
（
一
五
六
二
）
に
は
、「
宗
麟
」
の
法
名
が
示
す
通
り
禅
宗
の
徒
と
し
て
出
家
し
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
大
友
領
国
で
は
日
本
の
在
来
信

仰
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
大
友
領
国
に
お
け
る
戦
争
と
信
仰
と
い
う
点
に
限
定
し
て
、
宗
麟
改
宗
前
の
、
大
友
領

国
に
お
け
る
宗
教
環
境
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）
改
宗
前
の
宗
教
的
環
境

戦
争
遂
行
に
あ
た
り
寺
社
に
祈
禱
を
依
頼
す
る
こ
と
は
、
当
時
は
通
常
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
永
禄
四

年
（
一
五
六
一
）
九
月
、
大
友
家
の
有
力
家
臣
で
あ
り
、
宗
麟
正
室
の
父
で
あ
る
奈
多
鑑
基
が
宇
佐
宮
の
到
津
大
宮
司
館
を
破
却
し
た
。
こ

れ
は
宇
佐
宮
内
に
お
け
る
大
宮
司
到
津
公
澄
ら
と
喜
多
坊
と
の
内
紛
も
絡
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
（「
到
津
文
書
」『
大
分
県
史
料
』
二
四

―
四
〇
九
・
四
一
一
号
）。
鑑
基
の
襲
撃
に
対
し
宇
佐
宮
大
宮
司
側
か
ら
豊
後
奉
行
所
へ
愁
訴
が
な
さ
れ
た
（「
宮
成
文
書
」『
大
分
県
史
料
』

二
四
―
一
一
五
）。
こ
れ
に
対
し
大
友
氏
奉
行
の
吉
岡
長
増
は
、
そ
の
訴
え
を
全
面
的
に
認
め
、
優
遇
を
保
証
し
た
こ
と
が
次
の
史
料
か
ら

分
る
。「

到
津
文
書
」（『
大
分
県
史
料
』
二
四
―
四
一
七
）

如
仰
今
度
於
当
所
寄
陳
候
刻
、到
津
方
宅
所
江
驚
固[
警
固]

等
差
遣
、堅
可
申
付
候
処
ニ
、聊
令
油
断
候
折
節
、雑
兵
以
下
不
慮
之
狼
藉
、

内
之
御
朦
気
可
有
御
推
察
候
、
…
…
然
処
ニ
公
憲
進
退
之
事
、
慮
外
之
儀
共
候
哉
、
無
是
非
事
候
、
公
澄
・
公
憲
被
奉
対　

公
儀
毛
頭

不
存
無
沙
汰
之
通
承
候
条
、　

上
意
之
所
、
定
而
不
可
有
御
別
儀
候
、
惣
別
御
弓
箭
之
砌
者
、
可
被
仰　

御
神
慮
事
、
勝
軍
之
第
一
候

①
間
、
為
社
中
者
、
御
祈
念
御
一
〔　
　

〕
之
御
覚
悟
可
為
肝
要
候
、
被
背
社
法
可
被
混
武
威
事
、
太
不
可
然
之
間
、
若
方
々
能
々
被

仰
諌
、
倍
御
屋
形
様
御
武
運
御
長
久
御
国
家
御
静
謐
之
御
懇
祈
、
可
目
出
候
、
御
神
慮
以
崇
敬
社
家
御
安
堵
之
事
ハ
、
必
可
被
成
御
下

知
②
之
条
、
可
心
安
候
、
…
…

九
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
増［
吉
岡
］在
判
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宮
成
殿　

御
報
一
社
返
事
同
前
候
、

「
惣
別
御
弓
箭
の
砌
は
、
御
神
慮
を
仰
ぐ
べ
き
こ
と
、
勝
ち
軍
の
第
一
に
候
」（
傍
線
部
①
）
と
述
べ
、
神
官
ら
全
員
の
祈
禱
を
促
し
て
い

る
。
そ
し
て
長
増
は
そ
の
祈
禱
が
大
友
義
鎮
の
「
武
運
長
久
」
と
「
国
家
静
謐
」
に
結
び
つ
く
も
の
と
認
識
し
、「
御
神
慮
崇
敬
を
も
つ
て
」

「
社
家
安
堵
」
を
保
障
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
（
傍
線
部
②
）。

事
実
こ
の
時
期
に
は
毛
利
氏
と
通
じ
た
豊
前
国
の
牢
人
た
ち
が
蜂
起
し
て
お
り
、
門
司
に
お
い
て
は
大
友
氏
と
牢
人
ら
の
戦
闘
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
到
津
大
宮
司
館
の
襲
撃
は
、
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
起
っ
た
事
件
で
あ
っ
た
が
、
大
友
氏
側
は
臨
戦
態

勢
に
あ
る
こ
と
を
理
由
に
宇
佐
宮
大
宮
司
側
の
主
張
を
全
面
的
に
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
奈
多
鑑
基
に
対
し
て
は
現
在「
御
弓
箭
の
砌
」

に
「
且
は
御
神
慮
、
且
は
豊
前
国
聊
か
も
乱
怠[

乱
忩]

の
儀
候
共
、
敵
口
の
覚
え
然
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
戦
乱
の
時
に
は
神
慮
に
関
し
て
も
、

内
乱
の
成
り
行
き
に
関
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
宇
佐
宮
と
の
争
い
が
拡
大
す
る
の
は
利
敵
行
為
と
な
る
、
と
し
て
抗
争
の
停
止
を
勧
告
し
て

い
る
（「
到
津
文
書
」
永
禄
四
年
九
月
二
九
日
臼
杵
鑑
速
以
下
連
署
書
状
、『
大
分
県
史
料
』
二
四
・
四
一
八
）。

や
や
後
年
の
史
料
で
あ
る
が
、
奈
多
鑑
基
の
子
息
田
原
親
賢
も
、
毛
利
と
の
合
戦
に
お
い
て
勝
利
を
得
る
よ
う
祈
念
し
た
願
文
と
共
に
甲

冑
を
寄
進
し
て
い
る
（「
到
津
文
書
」
永
禄
一
一
年
九
月
一
八
日
田
原
親
賢
願
文
、『
大
分
県
史
料
』
二
四
・
四
三
〇
）。
戦
国
大
名
の
戦
争
に

お
い
て
神
仏
を
祀
る
寺
社
の
力
は
大
名
家
中
に
と
っ
て
も
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

そ
う
し
た
神
仏
へ
の
信
仰
に
基
づ
い
て
、
戦
勝
を
期
し
て
大
友
氏
家
中
で
は
、
次
の
願
文
に
添
え
て
、
鎧
・
甲
が
宇
佐
八
幡
宮
に
寄
進
さ

れ
て
い
た
。
田
原
親
宏
・
戸
次
鎮
秀
・
吉
弘
鑑
理
・
田
北
紹
鉄
・
志
賀
鑑
隆
・
戸
次
鑑
連
ら
大
友
氏
重
臣
ら
の
連
署
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。



七
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「
立
花
家
文
書
」（『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
二
一
・
二
二
三
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
に
よ
り
校
正
）

　
　

謹
曰
願
文
之
事
、

鎧
一
領
、
甲
同
毛
、
銘
々
各
拝
進
、
夫
精
誠
之
意
趣
者
、
当
社
八
幡
三
所
大
菩
薩
者
、
西
方
無
量
寿
仏
弥
陀
三
尊
之
垂
迹
也
、
…
…
於

日
域
国
々
垂
跡
、
宿
正
直
之
首
、
亡
邪
佞
之
輩
、
誓
給
事
甚
深
也
、
然
処
豊
前
、
長
門
、
周
防
、
芸
州
毛
利
元
就
父
子
四
人
随
逐
之
悪

賊
、
恣
乱
上
下
、
軽
三
宝
、
剰
賊
衆
引
率
、
至
豊
筑
、
構
城
郭
、
掠
人
民
宗
邪
慕
之
条
、
偏
国
家
晴
昧
、
欲
犯
天
道
・
制
度
之
旨
、
是

則
大
菩
薩
之
神
敵
不
残
者
也
、
因
茲
、
豊
後
之
太
守
随
而
末
葉
等
、
専
五
常
、
崇
天
地
、
為
全
人
政
、
起
義
兵
、
被[

彼]

凶
賊
所
楯
籠

之
蹈
城
欲
攻
抜
之
事
、
則
仏
法
・
王
法
之
守
護
、
取
分
万
民
撫
育
之
根
元
也
、
仰
冀
者
今
度
各
懇
祈
之
趣
、
神
霊
早
有
納
受
、
凶
徒
降

伏
本
誓
、
聊
不
謬
而
、
以
神
通
自
在
之
方
便
、
授
我
軍
勝
運
之
奇
特
、
而
怨
敵
即
時
令
退
散
、
武
徳
長
久
、
而
以
戦
欲
止
戦
之
儀
、
併

国
土
安
全
、
諸
卒
康
寧
、
多
幸
々
、
依
願
書
如
件
、

　
　

永
禄
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戸
次
伯
耆
守
鑑
連

　
　
　

戌壬
九
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

志
賀
兵
庫
助
鑑
隆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
三
名
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
原
常
陸
介
親
宏

　

宇
佐

　

八
幡
大
菩
薩

　

御
宝
前

宇
佐
八
幡
宮
へ
の
寄
進
を
表
明
し
て
毛
利
氏
に
対
す
る
戦
勝
を
祈
願
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
敵
方
の
毛
利
氏
の
行
為
を
具
体
的
侵
攻
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
「
天
道
・
制
度
の
旨
を
犯
さ
ん
と
欲
」
す
る
、
八
幡
大
菩
薩
の
「
神
敵
」
た
る
行
為
で
あ
る
と
非
難
し
、
対
す
る
大
友
氏
の



七
七

大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

行
為
は
「
人
政
を
全
ふ
せ
ん
が
た
め
の
義
兵
」「
万
人
撫
育
の
根
元
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
「
五
常
を
専
ら
に
し
、
天
地
を
崇
め
」「
仏
法
・

王
法
の
守
護
」
の
根
元
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
即
ち
世
俗
の
次
元
の
み
な
ら
ず
信
仰
の
次
元
に
お
い
て
も
敵
の
不
正
義
・
味
方
の
正
義
を
強

調
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。武
士
や
平
民（「
百
姓
」身
分
）の
軍
勢
を
動
員
す
る
上
で
、こ
う
し
た
宗
教
上
の
大
義
を
掲
げ
る
必
要
の
あ
っ

た
こ
と
が
窺
え
る
。

さ
ら
に
自
発
的
に
戦
場
に
赴
く
と
限
ら
な
い
民
衆
に
と
っ
て
も
、
臨
戦
態
勢
に
あ
る
領
国
の
中
で
神
仏
へ
の
信
仰
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
永
禄
四
年
に
起
っ
た
奈
多
鑑
基
の
到
津
大
宮
司
館
襲
撃
事
件
を
訴
え
た
大
宮
司
側
は
そ
の
訴
状
の
中
で
、
進
駐
し

た
軍
勢
の
不
法
行
為
の
一
つ
と
し
て
宮
中
に
預
け
ら
れ
た
「
雑
物
」
を
没
収
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

 「
宮
成
文
書
」（『
大
分
県
史
料
』
二
四
・
一
一
五
―
二
）

一 

、
今
度
御
勢
御
出
張
折
節
…
…
然
者
宮
中
之
儀
以　

御
下
知
堅
固
之
故
聊
無
其
煩
候
処
、
彼
両
使[

古
庄
右
馬
助
・
堀
右
京
進]

於
宮
中
諸

人
山
上
之
雑
物
・
俵
物
銘
々
付
誌
可
存
知
候
由
申
候
、
社
家
各
申
分
者
、
如
此
動
乱
之
刻
人
民
奉
頼　

尊
神
、
妻
子
雑
物
等
宮
中
ニ
上

置
候
事
、
非
無
旧
例
候
、
雖
然
雑
物
・
俵
物
聊
従
何
方
茂
無
競
望
之
儀
候
条
、
更
不
及
許
客[

許
容
？]

候
由
、
一
社
一
同
ニ
申
渡
候
処
、

以
外
令
腹
立
、
右
両
人
罷
帰
、
…
…

　

奈
多
側
の
派
遣
し
た
譴
責
使
が
「
宮
中
」
に
保
管
さ
れ
た
「
雑
物
・
俵
物
」
を
査
察
す
る
と
述
べ
た
こ
と
に
対
す
る
社
家
即
ち
大
宮
司
側
の

反
論
で
あ
る
。「
動
乱
」
の
際
に
は
人
々
が
神
へ
の
信
仰
に
よ
り
、安
全
を
期
し
て
「
妻
子
」
や
「
雑
物
」
を
「
宮
中
」
に
預
け
る
の
は
「
旧
例
」

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
「
雑
物
・
俵
物
」
に
は
手
を
出
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
趣
旨
で
あ
る
。
戦
乱
の
際
、
避
難
可
能
な

安
全
な
場
所
の
一
つ
と
し
て
神
仏
へ
の
信
仰
に
守
ら
れ
た
寺
社
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
れ
ら
の
寺
社
が
、
仮
に
大
名
の

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
に
よ
っ
て
破
却
さ
れ
た
場
合
、
民
衆
の
戦
乱
へ
の
対
処
は
重
大
な
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
は
想
像
に
た
や
す
い
。
こ
れ

も
ま
た
寺
社
へ
の
信
仰
が
戦
乱
の
際
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。



七
八

（
２
）
宗
麟
の
禅
宗
信
仰

こ
う
し
た
家
中
の
宗
教
的
環
境
に
対
応
し
て
、
宗
麟
自
身
も
確
固
と
し
た
禅
宗
の
信
徒
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
宗
麟
の
改
宗
の
た
め
に
腐
心

し
て
き
た
、
他
な
ら
ぬ
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
証
言
か
ら
知
ら
れ
る
。
宗
麟
が
、
宣
教
師
ら
の
記
す
通
り
に
イ
エ
ズ
ス
会
と
キ
リ
シ
タ
ン
に

と
っ
て
好
意
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
信
仰
は
禅
宗
で
あ
り
、
そ
れ
は
家
臣
・
領
民
の
支
持
を
得
て
い
た
。

一
五
七
八
年
一
〇
月
一
六
日
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
（T
T

J. ff.68v.-69,CEV
 I ff.418-418v.

『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・
八
七
〜
八
八
頁
）

多
く
の
、
そ
し
て
非
常
に
優
れ
た
生
来
の
資
質
の
中
で
、
我
ら
が
彼[

宗
麟]

に
見
出
す
顕
著
な
一
つ
の
欠
点
は
、
如
何
な
る
説
得
に
よ
っ

て
も
、
デ
ウ
ス
に
関
す
る
事
柄
を
彼
に
自
ら
傾
聴
し
よ
う
と
さ
せ
る
こ
と
が
司
祭
ら
に
は
で
き
ず
、
遥
か
隔
た
っ
た
遠
く
の
王
国
か
ら

来
て
宣
教
す
る
こ
と
を
深
く
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
に
あ
る
十
乃
至
十
二
の
宗
派
の
内
、
重
立
っ
た
大
身

た
ち
や
諸
国
王
ら
が
最
も
傾
倒
す
る
の
は
禅
宗
の
そ
れ
で
あ
る
。
同
宗
旨
は
霊
魂
の
不
滅
、
未
来
の
刑
罰
と
栄
光
と
を
否
定
し
、
挙
げ

句
に
は
現
世
が
あ
る
の
み
と
考
え
て
い
る
。
…
…
国
王
（
宗
麟
）
が
現
世
以
外
の
事
柄
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
確
信
し

て
い
た
こ
と
は
（
彼
が
）、
司
祭
た
ち
は
逆
の
こ
と
を
説
く
け
れ
ど
も
、
自
分
は
現
世
の
後
に
は
何
も
な
い
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
、

し
か
し
王
国
の
よ
き
統
治
と
支
配
の
た
め
に
、（
司
祭
ら
は
）
そ
の
こ
と
を
隠
蔽
し
て
い
る
の
だ
と
何
度
か
口
に
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

こ
の
豊
後
国
王
は
、
同
宗
旨
に
お
け
る
名
声
を
、
そ
の
知
識
に
お
い
て
と
同
様
、
庇
護
に
お
い
て
も
高
め
る
こ
と
を
望
み
、
そ
の
た
め

に
都
に
あ
る
、
紫
と
呼
ば
れ
る
禅
宗
の
主
要
な
僧
院
に
荘
厳
な
建
物
を
建
設
し
、
そ
の
維
持
の
た
め
に
こ
の
地
の
莫
大
な
地
代
収
益
を

宛
て
、
ま
た
当
臼
杵
に
も
、
彼
の
城
の
前
に
別
の
大
変
贅
沢
な
僧
院
を
、
莫
大
な
費
用
を
投
下
し
て
建
設
し
た
。
都
の
有
名
な
学
者
を

そ
こ
に
住
ま
わ
せ
る
た
め
に
迎
え
、
そ
の
た
め
に
宛
て
た
地
代
収
益
は
、
豊
後
に
あ
る
ど
の
（
僧
院
の
）
地
代
収
益
よ
り
も
よ
い
も
の

だ
っ
た
。
…
…
王
国
の
武
士
や
重
立
っ
た
領
主
ら
は
い
っ
そ
う
国
王
（
宗
麟
）
の
歓
心
を
買
う
た
め
禅
宗
に
帰
依
し
、
国
王
も
他
の
者

に
そ
う
す
る
よ
う
説
い
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
期
間
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
師
は
、
彼
の
た
め
に
幾
度
も
ミ
サ
を
立
て
る
こ
と
、
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大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

そ
し
て
他
の
日
本
に
滞
在
す
る
司
祭
た
ち
に
同
じ
く
ミ
サ
を
立
て
る
べ
く
命
じ
る
こ
と
を
決
し
て
断
念
せ
ず
、
彼
の
よ
う
な
名
高
い
、

そ
し
て
イ
エ
ズ
ス
会
が
多
大
な
恩
恵
を
受
け
て
き
た
人
物
を
失
う
こ
と
を
憂
え
悲
し
ん
で
い
た
。
し
か
し
彼
が
こ
の
宗
派
に
つ
い
て
喜

び
と
熱
意
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
人
間
世
界
の
こ
と
と
し
て
言
え
ば
、
我
等
か
ら
彼
の
改
宗
に
か
け
る
期
待
を
奪
い
、
遠
ざ
け
る

も
の
で
あ
る
。

本
書
翰
か
ら
第
一
に
、
大
友
宗
麟
が
禅
宗
一
辺
倒
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
は
教
義
を
聴
こ
う
と
し
な
い
ば
か
り
か
、
関
心
を
向
け
さ

せ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
そ
の
禅
宗
信
仰
が
家
臣
や
主
だ
っ
た
国
内
の
領
主
ら
か
ら
も
一
定
の
支
持
を
得
て
い
た
こ
と
、

第
三
に
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
た
ち
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
宗
麟
の
改
宗
へ
の
希
望
を
断
念
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
宣
教
師
た

ち
が
宗
麟
の
改
宗
に
期
待
を
か
け
た
の
は
、
当
時
の
豊
後
府
内
で
は
、
一
部
の
下
層
民
以
外
に
殆
ど
改
宗
事
業
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と

が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
府
内
で
の
病
院
建
設
と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
宣
教
師
ら
の
活
動
は
、
実
の
と
こ
ろ
改
宗
事
業
に
殆
ど
進
展
を

も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。

そ
の
事
情
を
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
現
在
（
キ
リ
シ
タ
ン
は
）
多
数
の
異
教
徒
に
比
し
て
僅
か
で

あ
り
、
か
つ
府
内
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
団
が
創
始
さ
れ
た
当
初
、（
教
団
は
）
下
層
民
と
〔
皮
膚
に
腫
物
の
で
き
る
、
ま
た
膿
の
出
る
〕

伝
染
病
（doenças contagiosas

〔com
o boubas, E corrim

entos

〕）
の
患
者
か
ら
な
っ
て
い
た
た
め
に
敢
え
て
人
前
に
出
ら
れ
な
い

程
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
私
た
ち
が
病
院
を
有
し
、
や
っ
て
来
た
総
て
の
病
人
を
直
し
、
そ
れ
に
よ
り
（
彼
ら
が
）
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
っ

て
い
た
た
め
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
た
と
え
（
教
え
が
）
よ
く
思
え
帰
依
し
た
い
と
望
ん
だ
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
人
々
と
の
交
わ
り
を
避

け
た
の
で
、
地
位
の
あ
る
人
が
い
な
か
っ
た
故
に
、
デ
ウ
ス
の
御
法
は
常
に
ひ
ど
く
信
用
を
欠
い
て
い
た
。
…
…
（
こ
の
事
業
は
）
キ
リ
ス

ト
教
団
の
増
大
の
た
め
に
は
非
常
な
障
害
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
我
ら
が
府
内
に
住
ん
だ
二
〇
年
の
間
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
っ
た
武
士
は

た
だ
一
人
、
そ
し
て
彼
は
病
気
を
〔
皮
膚
病
の
〕
家
で
（em

 casa de 

〔boubas
〕）
我
ら
が
治
し
た
後
、
健
康
に
な
っ
た
の
で
羞
恥
を
感



八
〇

じ
て
、
敢
え
て
教
会
へ
行
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。」（
一
五
七
六
年
九
月
九
日
書
翰
、TT

J.ff.44v-45, CEV
 I ff.356v.-357 『

報
告
集
』
Ⅲ
四
・

二
七
六
頁
。〔
〕
内
はT

T
J

に
よ
り
補
っ
た
部
分
）。

し
た
が
っ
て
イ
エ
ズ
ス
会
は
、
僧
侶
に
な
る
の
を
拒
否
し
た
宗
麟
の
第
二
子
親
家
が
、
宗
麟
の
配
慮
に
よ
り
受
洗
し
た
こ
と
を
「
我
ら
キ

リ
シ
タ
ン
が
得
た
大
い
な
る
満
足
」
と
述
べ
た
ほ
ど
で
あ
る
（
同
上
書
翰
）。
日
本
人
の
信
仰
が
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
「
殿
次
第
」
で
変

る
と
の
見
込
み
の
も
と
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
は
自
ら
に
好
意
的
な
大
友
宗
麟
の
改
宗
に
期
待
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
宗
麟
は
キ

リ
ス
ト
教
や
イ
エ
ズ
ス
会
に
好
意
を
示
し
た
の
か
、
自
身
の
禅
宗
信
仰
の
故
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
理
由
を
以
下
検

討
し
た
い
。

（
３
）
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
好
意
と
現
世
利
益

第
一
に
宣
教
師
と
の
接
触
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
南
蛮
貿
易
の
利
益
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
五
五
三
年
（
天
文
二
二
）
豊
後
を
訪
れ
た
イ
エ
ズ

ス
会
宣
教
師
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
・
ガ
ー
ゴ
ら
の
一
行
が
宗
麟
（
こ
の
時
期
の
呼
称
は
義
鎮
で
あ
る
が
行
論
の
便
宜
上
宗
麟
で
統
一
）
に
面
謁
を

求
め
た
際
、
宗
麟
は
彼
ら
の
面
前
で
直
ち
に
イ
ン
ド
副
王
へ
の
返
書
を
認
め
る
と
共
に
「
司
祭
が
（
宗
麟
の
）
領
地
に
滞
在
す
る
こ
と
か
ら

大
い
な
る
満
足
を
得
て
い
る
こ
と
、そ
し
て
、司
祭
の
仲
介
に
よ
り
イ
ン
ド
副
王
と
交
渉
出
来
る
こ
と
は
、切
に
念
願
し
て
き
た
こ
と
」（『
日

本
史
』
第
一
部
第
一
〇
章
、Frois, op.cit I pp.66-67
、『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
六
・
九
・
一
一
四
頁
）
だ
と
述
べ
た
と
い
う
。

事
実
宗
麟
は
永
禄
一
〇
年
（
一
五
六
七
）、
中
国
滞
在
中
の
司
教
ド
ン
・
ベ
ル
シ
ョ
ー
ル
・
カ
ル
ネ
イ
ロ
に
対
し
て
、「
も
し
予
が
山
口
の

国
王
に
対
し
す
る
勝
利
を
望
む
と
す
れ
ば
、
一
つ
に
は
司
祭
ら
を
よ
り
よ
く
、
当
初
よ
り
も
い
っ
そ
う
多
大
な
庇
護
と
共
に
再
び
か
の
地
に

戻
ら
せ
る
た
め
で
、
予
の
望
み
が
実
現
に
至
る
に
は
貴
下
の
援
助
が
必
要
で
あ
る
」
と
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
事
業
推
進
を
理
由
に
対
毛
利
戦

へ
の
援
助
を
求
め
、「
予
の
も
と
に
良
質
の
硝
石
十
ピ
コ
を
カ
ピ
タ
ン
・
モ
ー
ル
が
毎
年
持
参
す
る
こ
と
」
を
要
求
し
、
代
価
と
し
て
「
百

タ
エ
ル
、
な
い
し
貴
下
が
指
示
す
る
も
の
を
与
え
」
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
（CEV

 I ff.249v.-250.

『
報
告
集
』
Ⅲ
三
・
二
五
三
頁
）。
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大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

ま
た
同
じ
年
、
や
は
り
カ
ル
ネ
イ
ロ
に
対
し
て
書
翰
を
認
め
、
カ
ル
ネ
イ
ロ
ら
の
仲
介
に
よ
り
イ
ン
ド
副
王
が
大
砲
一
門
を
送
っ
た
こ
と

に
感
謝
を
表
明
し
、
さ
ら
に
「
大
砲
は
マ
ラ
ッ
カ
か
ら
の
船
中
で
失
わ
れ
、
こ
れ
は
予
の
不
運
で
あ
っ
た
が
、
あ
た
か
も
大
砲
が
無
事
に
届

い
た
か
の
よ
う
に
貴
下
に
恩
恵
と
感
謝
を
感
じ
て
い
る
」
と
述
べ
、「
当
方
と
し
て
は
大
砲
が
予
の
も
と
に
届
く
と
い
う
幸
運
が
失
わ
れ
た

と
は
い
え
、
そ
れ
が
た
め
に
別
の
大
砲
を
得
る
希
望
を
棄
て
て
は
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（ibid. f.250. 『
報
告
集
』
Ⅲ
三
・
二
五
五
頁
）。

共
に
南
蛮
貿
易
に
よ
る
武
器
の
取
得
に
、
特
に
対
毛
利
氏
と
の
戦
争
を
意
識
し
つ
つ
、
宗
麟
が
重
大
な
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
事
実
と
い
え
よ
う
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
南
蛮
貿
易
が
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
に
よ
る
仲
介
を
通
じ
て
実
現
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
考
え

れ
ば
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
に
対
す
る
宗
麟
の
好
意
に
何
ら
不
思
議
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

第
二
に
宗
麟
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
現
世
利
益
へ
の
期
待
を
懐
い
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
複
数
の
イ
エ
ズ
ス

会
宣
教
師
の
証
言
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ジ
ョ
ア
ン
・
バ
ウ
テ
ィ
ス
タ
・
モ
ン
テ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
彼
（
宗
麟
）
が
デ
ウ
ス
の

事
柄
を
尊
敬
し
崇
拝
し
庇
護
し
て
い
る
こ
と
は
、
異
教
徒
と
い
う
よ
り
キ
リ
シ
タ
ン
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
私
が
思
う
に
そ
の
理
由

は
、
彼
等
皆
が
占
い
を
非
常
に
信
じ
て
お
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
し
、
自
身
に
起
る
こ
と
総
て
の
原
因
を
そ
れ
に
帰
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
司
祭
ら
が
彼
の
所
領
に
来
た
後
、
我
ら
の
主
（
デ
ウ
ス
）
が
以
前
か
ら
切
に
望
ん
で
い
た
子
息
を
彼
に
授
け
た
か
ら
で
あ

り
、
ま
た
、
従
来
に
加
え
て
二
ヶ
国
を
征
服
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
日
本
で
最
も
金
銀
に
富
む
領
主
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
」（
一
五
六
四
年

一
〇
月
九
日
書
翰
、ibid. f.153v. 『
報
告
集
』
Ⅲ
二
・
二
三
七
〜
二
三
八
頁
）。

同
じ
頃
修
道
士
の
ル
イ
ス
・
デ
・
ア
ル
メ
イ
ダ
も
ま
た
宗
麟
が
、
宣
教
師
を
領
内
か
ら
追
放
す
る
よ
う
嘆
願
す
る
僧
侶
ら
に
対
し
て
、
次

の
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。「
予
は
十
二
、三
年
来
司
祭
ら
を
領
内
に
置
い
て
お
り
、
彼
ら
が
領
地
に
来
る
以
前

は
三
ヶ
国
の
領
主
で
あ
っ
た
が
、
今
や
五
ヶ
国
の
領
主
で
あ
り
、
ま
た
（
以
前
は
）
金
銭
に
窮
し
て
い
た
の
が
、
彼
ら
が
来
た
後
に
は
日
本

の
ど
の
国
王
よ
り
も
裕
福
に
な
り
、
続
い
て
予
の
家
臣
ら
も
そ
う
な
っ
た
。
彼
ら
の
お
蔭
で
何
事
も
予
に
好
ま
し
く
な
っ
た
。
何
故
な
ら
切
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に
望
ん
で
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
子
息
を
得
る
こ
と
も
叶
っ
た
か
ら
で
あ
る
」（
一
五
六
四
年
一
〇
月
一
四
日
書
翰
、ibid. f.155v. 

『
報
告
集
』

Ⅲ
二
・
二
四
六
〜
二
四
七
頁
）。

後
年
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
こ
の
間
の
事
情
を
や
は
り
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
司
祭
ら
が
彼
の
領
土
に
入
っ
て
か
ら
（
国
王
に
対

し
）、
全
能
の
デ
ウ
ス
に
、
彼
が
切
に
望
ん
で
き
た
子
孫
繁
栄
を
与
え
る
よ
う
祈
る
、
と
語
っ
て
き
た
が
、
爾
来
、
彼
は
大
勢
の
子
供
を
授

か
る
に
至
り
、
当
初
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
諸
王
国
を
新
た
に
征
服
し
て
、
そ
の
都
度
い
っ
そ
う
強
力
な
君
主
と
な
る
に
至
っ
た
の
を
見
た

こ
と
が
、
彼
（
国
王
）
に
、
司
祭
ら
へ
の
寵
愛
と
敬
意
を
も
つ
、
さ
ら
な
る
動
機
で
あ
っ
た
」（『
日
本
史
』
第
一
部
第
五
三
章
、Frois,op.

cit. I p.377, 『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
七
・
二
八
・
二
四
頁
）。

い
ず
れ
も
子
宝
に
恵
ま
れ
る
な
ど
の
子
孫
繁
栄
や
領
国
の
拡
大
と
い
う
成
果
を
、
宣
教
師
が
在
国
し
て
い
る
こ
と
と
結
び
つ
け
て
幸
運
の

原
因
と
み
る
宗
麟
の
現
世
利
益
信
仰
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
改
宗
以
前
に
宗
麟
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
関
心
は
、
商

業
的
・
軍
事
的
利
益
の
招
来
と
、
幸
運
を
も
た
ら
す
現
世
利
益
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
も
戦
争
遂
行
の

た
め
に
日
本
の
在
来
の
神
仏
へ
の
信
仰
は
重
視
さ
れ
て
お
り
、
当
人
が
信
仰
・
帰
依
す
べ
き
法
理
と
考
え
て
い
た
の
は
禅
宗
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
み
れ
ば
、
神
仏
へ
の
信
仰
も
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
も
、
信
仰
と
し
て
は
等
し
く
尊
重
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
当
時
の
日
本
人
と

し
て
は
さ
ほ
ど
珍
し
い
と
は
い
え
な
い
信
仰
観
を
、
後
の
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
大
友
宗
麟
も
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

Ⅱ　

改
宗
の
契
機

大
友
宗
麟
が
改
宗
以
前
に
は
、
当
時
の
武
将
に
広
く
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
戦
争
に
お
け
る
神
仏
重
視
の
観
念
を
も
っ
て
お
り
、
し
か
も
禅

宗
に
帰
依
し
て
宣
教
師
の
言
い
分
に
耳
も
貸
さ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
の
改
宗
の
原
因
が
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
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大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
改
宗
前
後
の
時
期
に
、
宗
麟
と
最
も
接
触
が
密
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
記
録
を
中
心

に
据
え
つ
つ
検
討
す
る
。

（
１
）
正
室
の
「
離
縁
」

ま
ず
大
友
宗
麟
の
改
宗
に
先
立
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宗
麟
が
奈
多
鑑
基
の
娘
で
あ
り
、
重
臣
田
原
親
賢
の
兄
弟
で
あ
る
正
妻
と
別
居

し
、
い
わ
ば
公
然
と
「
離
縁
」
を
表
明
し
て
別
の
女
性
と
同
居
し
て
新
た
な
「
妃
（rainha

）」
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
宣
教
師
た
ち
の
証

言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
新
た
な
「
妃
」
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
改
宗
し
た
こ
と
が
、
宗
麟
が
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
を
向
け
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
さ

ら
に
は
本
人
自
身
へ
の
改
宗
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
い
う
。
ま
ず
は
こ
の
事
件
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

一
五
七
八
年
一
〇
月
一
六
日
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
（T

T
J ff.69-69v., CEV

 I ff.418v.-419, 『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・
八
八
〜
八
九
頁
）

さ
ら
に
以
下
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
国
王
は
、
彼
女
と
の
間
に
多
く
の
息
子
・
娘
を
も
う
け
た
彼
の
妻
で
あ
る
王
妃
の
邪
な
イ
ザ
ベ
ル

に
、
こ
の
上
な
く
う
ん
ざ
り
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
彼
女
の
性
格
に
我
慢
な
ら
か
っ
た
が
、
彼
（
国
王
）
は
純
然
た
る
必
要
の
み
か

ら
こ
の
女
性
に
長
年
に
わ
た
り
そ
れ
と
妥
協
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
び
に
彼
女
の
中
で
は
デ
ウ
ス
の
御
法
と
キ
リ
シ
タ
ン
と
に

対
す
る
生
来
的
な
怒
り
と
憎
し
み
が
増
大
し
た
の
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
ろ
う
と
の
意
思
を
も
つ
者
を
断
念
さ
せ
た
り
、
既
に
受
洗
し

た
者
に
元
に
戻
る
よ
う
懇
願
し
た
り
、
暴
力
で
首
に
か
け
た
コ
ン
タ
ツ
や
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
を
取
り
上
げ
、
火
中
に
投
じ
た
り
し
、
罪
と
中

傷
を
デ
ウ
ス
の
御
法
や
教
会
に
対
し
て
重
ね
て
い
た
が
、
そ
れ
は
息
子
の
王
子
（
義
統
）
と
王
と
の
我
ら
に
対
す
る
意
図
に
敵
対
す
る

た
め
で
あ
り
、
そ
し
て
け
っ
し
て
（
そ
の
）
望
み
を
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
我
ら
の
主
デ
ウ
ス
は
正
義
の
友
で
あ
る

の
で
、
こ
の
イ
ザ
ベ
ル
の
無
礼
尊
大
を
今
生
で
与
え
ら
れ
る
限
り
の
罪
で
罰
す
る
こ
と
を
決
し
た
、
と
い
う
の
は
彼
女
の
生
は
未
だ
続

き
、
死
が
先
延
ば
し
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
老
王
は
自
分
の
事
柄
を
以
前
か
ら
慎
重

に
準
備
し
、
城
の
外
に
隠
退
す
る
た
め
の
宿
所
を
造
っ
た
。
そ
し
て
王
国
の
支
配
権
を
息
子
に
引
き
渡
す
と
そ
こ
に
移
り
、
王
宮
で
王
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妃
と
共
に
い
て
、
息
子
ド
ン
・
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
の
妻
の
母
で
あ
り
、
四
十
歳
を
過
ぎ
て
い
た
少
々
病
弱
な
、
身
分
の
高
い
女
性
を
密

か
に
呼
び
、
王
宮
に
い
る
王
妃
を
離
縁
し
て
（ficando a rainha no paco repudiada

）、
こ
ち
ら
の
女
性
を
妻
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
時
ま
で
は
多
く
の
王
国
の
王
妃
と
し
て
、
宮
廷
で
非
常
に
尊
敬
さ
れ
て
い
た
自
分
が
突
如
そ
の
世
俗
的
名
誉
と
栄
光
を
失
墜
し
て

遠
ざ
け
ら
れ
た
の
を
見
、
当
初
は
自
分
に
仕
え
て
い
た
女
性
が
新
た
な
王
妃
に
指
名
さ
れ
た
の
を
見
て
（
正
室
）
イ
ザ
ベ
ル
が
な
そ
う

と
し
た
極
限
の
行
為
は
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
女
に
は
有
力
な
親
類
が
大
変
多
く
、
総
て
の
親
類
や
身
分
の
高
い
領
主
た
ち
が

大
い
に
王
に
働
き
か
け
、
彼
女
を
元
に
戻
そ
う
と
し
た
が
、
何
一
つ
や
め
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
諸
方
か
ら
娘
た

ち
や
親
類
た
ち
が
集
ま
り
、
昼
と
な
く
夜
と
な
く
共
に
い
て
彼
女
を
見
張
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
彼
女
が
短
剣
を
肌
身
離
さ
ず
持

ち
、
彼
女
の
不
幸
な
運
命
を
許
容
で
き
な
い
で
自
殺
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
か
ら
で
あ
り
、
老
王
は
自
ら
決
め
た
事
柄
に
つ
い
て
は
一
徹

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

宗
麟
正
室
の
渾
名
「
イ
ザ
ベ
ル
」
は
キ
リ
ス
ト
教
迫
害
者
で
あ
る
と
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
ら
が
付
け
た
も
の
と
い
う
。『
日
本
史
』
で
は
宗

麟
が
正
室
と
の
関
係
に
悩
み
、「
圧
迫
さ
れ
、嫌
悪
と
倦
怠
と
で
苦
悩
か
ら
病
気
に
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、そ
の
理
由
は
彼
女
が
「
総

て
に
お
い
て
王
と
反
対
で
あ
っ
た
」
か
ら
と
い
う
が
、
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
は
「
彼
女
は
神
と
仏
へ
の
信
仰
と
崇
拝
に
心
か
ら
献

身
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
尋
常
な
ら
ぬ
信
心
と
愛
情
を
も
つ
一
方
、
我
ら
の
聖
な
る
信
仰
に
関
す
る
総
て
と
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
に
対
す
る

心
か
ら
の
憎
悪
は
ま
す
ま
す
募
っ
て
い
っ
た
」
と
す
る
だ
け
で
あ
る
（
第
二
部
第
二
章
、Frois, op.cit. III pp.12 『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
七
・

三
七
・
一
二
八
頁
）。

さ
ら
に
宗
麟
が
同
居
し
た
女
性
に
つ
い
て
は
、「
彼
女
は
、
奥
方
の
館
に
あ
っ
て
、
い
わ
ば
我
ら
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
）
の
間
で
の
侍
女
頭

（cam
areira-m

or

）
の
よ
う
な
地
位
を
有
し
て
い
た
。
王
が
こ
の
女
性
に
愛
情
を
寄
せ
た
の
は
美
し
さ
の
せ
い
で
は
な
く
―
―
既
に
四
十

歳
を
数
え
る
女
性
な
の
で
そ
れ
は
具
え
て
い
な
か
っ
た
―
―
王
の
意
に
か
な
っ
た
別
の
資
質
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
女
性



八
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大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

は
、殆
ど
常
に
病
弱
な
王
に
ま
る
で
奴
隷
の
よ
う
に
仕
え
、別
の
器
用
な
才
覚
を
も
ち
、そ
し
て
家
政
に
秀
で
て
い
た
。
し
か
も
王
の
次
男（
親

家
）の
姑
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
娘
の
一
人
と
結
婚
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」（
同
前
、ibid. p.13, 『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』七
・
三
七
・
一
二
九
頁
）

と
述
べ
、
前
期
書
翰
の
「
少
々
病
弱
な
」
と
い
う
記
述
と
は
若
干
異
な
り
、
病
弱
な
の
は
宗
麟
の
方
で
あ
り
、
こ
の
女
性
は
む
し
ろ
看
病
役

で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

さ
て
正
室
の
「
離
縁
」
の
契
機
は
、
宗
麟
が
家
督
を
子
息
義
統
に
譲
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教

師
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
リ
ヤ
ン
が
「
そ
の
離
縁
は
、
そ
の
た
め
に
彼
が
手
に
し
て
い
た
五
ヶ
国
の
統
治
権
と
知
行
と
を
息
子
の
若
き
国
王
に

引
き
渡
す
と
い
う
正
当
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
子
息
が
長
じ
れ
ば
邸
宅
と
土
地
の
統
治
権
を
彼
ら
に
引
き
渡
し
、
自
分
の
た
め

に
確
保
し
て
お
い
た
幾
ら
か
の
知
行
地
に
よ
っ
て
私
的
生
活
に
入
る
の
が
身
分
高
い
人
々
の
風
習
で
あ
る
の
で
、
彼
は
残
り
の
人
生
を
静
穏

に
、
そ
し
て
王
妃
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
、
我
ら
が
、
多
く
の
デ
ウ
ス
の
予
言
者
を
迫
害
し
た
別
人
（
の
イ
ザ
ベ
ル
）
と
の
類
似
に
よ
り
、

こ
の
地
で
イ
ザ
ベ
ル
と
呼
ん
で
い
る
ほ
ど
厄
介
な
妻
と
の
諍
い
な
し
に
生
き
る
こ
と
を
望
み
、
日
本
の
習
慣
に
従
い
彼
女
を
捨
て
て
離
縁

し
、
よ
り
静
穏
に
や
っ
て
行
け
る
よ
う
な
別
人
と
結
婚
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
」（CEV

 I f.436v. 

『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・
一
四
三
頁
）」
と
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
。

さ
ら
に
『
日
本
史
』
の
「
老
国
王
は
、
も
は
や
こ
れ
以
上
、
そ
れ
ま
で
そ
の
中
で
生
き
て
来
た
苦
痛
と
嫌
気
に
堪
え
ら
れ
な
く
な
り
、
臼

杵
城
の
外
の
、
集
落
の
は
ず
れ
に
あ
る
、
海
辺
の
五
味
浦
と
い
う
場
所
に
、
引
き
籠
る
た
め
の
新
し
い
住
居
を
造
ら
せ
た
。
彼
は
領
国
の
支

配
を
息
子
（
義
統
）
に
譲
っ
た
後
は
隠
居
―
息
子
へ
の
譲
渡
の
こ
と
―
し
て
（fazer Inquio, que hé esta renunciação no filho

）、
そ

れ
ら
の
新
居
に
移
っ
た
」（
第
二
部
第
二
章
、Frois, op.cit. III p.13, 
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
七
・
三
七
・
一
二
九
頁
）
と
の
記
述
も
傍
証
と

な
ろ
う
。

そ
れ
で
は
そ
の
隠
居
の
時
点
は
何
時
で
あ
ろ
う
か
。
外
山
幹
夫
氏
は
天
正
四
年
正
月
か
ら
二
月
十
八
日
以
前
の
時
期
と
さ
れ
、
福
川
一
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徳
氏
は
、
元
亀
四
年
（
天
正
元
年
）
に
義
統
の
家
督
相
続
が
な
さ
れ
た
が
天
正
五
年
頃
ま
で
宗
麟
・
義
統
の
共
同
統
治
が
な
さ
れ
た
と
さ
れ

る（
８
）。

こ
こ
で
は
家
督
相
続
の
実
態
で
は
な
く
、
隠
居
と
い
う
儀
礼
上
の
形
式
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
場
合
、
家
督
相
続
に
つ
い
て
い
ず
れ
の

説
を
と
る
に
し
て
も
、
世
上
一
般
に
は
、
家
督
は
既
に
義
統
に
あ
る
と
の
認
識
が
、
少
な
く
と
も
天
正
四
年
迄
に
は
豊
後
で
は
一
般
化
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

何
故
な
ら
ば
、
第
一
に
前
掲
一
五
七
八
年
一
〇
月
一
六
日
の
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
に
「
親
愛
な
る
兄
弟
た
ち
よ
。
今
や
豊
後
の
王
子

を
扱
う
こ
と
が
残
っ
て
い
る
。（
彼
は
）
こ
れ
ら
の
（
宗
麟
の
）
王
国
の
後
継
ぎ
で
あ
り
、既
に
そ
れ
ら
を
二
年
以
上
統
治
し
て
い
る
」（T

T
J. 

f.74v., CEV
 I f.423v., 『

報
告
集
』Ⅲ
五
・
一
〇
〇
頁
）と
あ
り
、第
二
に
一
五
七
六
年
九
月
九
日
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
書
翰
に
も「
既

に
王
国
を
統
治
し
て
い
る
王
子
」（T

T
J. f.45v., CEV

 I f.357v. 『
報
告
集
』
Ⅲ
四
・
二
七
七
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
宣
教
師
た
ち
の
目
に

は
宗
麟
が
既
に
一
五
七
六
年
（
天
正
四
年
）
に
は
、
隠
居
し
た
も
の
と
見
え
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
る

と
上
述
の
、
宗
麟
に
よ
る
正
室
の
「
離
縁
」
は
天
正
四
年
以
前
に
起
っ
た
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
正
室
の
「
離
縁
」
が
天
正
四
年
以
前
と
す
る
と
、
大
友
宗
麟
自
身
の
改
宗
が
天
正
六
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
ま
た
次
の
フ

ロ
イ
ス
の
証
言
か
ら
み
て
も
こ
の
時
点
で
は
宗
麟
に
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
や
改
宗
の
意
志
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
五
七
八
年

一
〇
月
一
六
日
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
に
よ
る
と
、
フ
ロ
イ
ス
自
身
が
一
五
七
八
年
の
聖
ヤ
コ
ブ
の
日
（
七
月
二
五
日
、
和
暦
天
正
六
年

六
月
二
一
日
）
に
、
宗
麟
に
「
現
時
点
ま
で
は
（
宣
教
師
ら
は
）
殿
下
に
受
洗
す
る
よ
う
説
得
も
し
な
か
っ
た
し
、
殿
下
も
数
ヶ
月
前
ま
で

（auia pouquos m
eses

）
そ
れ
（
改
宗
―
引
用
者
）
に
向
か
っ
て
は
い
な
か
っ
た
」（T

T
J. f.72v., CEV

 I ff.421v.-422

、『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・

九
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち
宗
麟
が
改
宗
を
考
え
始
め
た
の
が
、
天
正
六
年
六
月
二
一
日
を
遡
る
こ
と
「
数
ヶ
月
」
で
あ
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
。

こ
の
点
は
日
本
側
の
史
料
か
ら
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
友
宗
麟
は
、
僧
侶
ら
が
宗
麟
自
身
の
武
運
・
健
康
・
繁
栄
な
ど
を
祈
念
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大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

し
た
こ
と
を
伝
え
る
巻
数
に
対
す
る
礼
状
を
認
め
て
い
る
が
、
天
正
六
年
の
時
点
で
も
こ
れ
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
第
一
に

五
月
一
四
日
に
三
非
斎
の
名
で
、
天
満
宮
留
守
大
鳥
居
に
対
す
る
「
今
年
の
祈
禱
と
し
て
、
嘉
例
の
千
句
、
連
歌
、
発
句
な
ら
び
に
巻
数
一

枝
」
を
贈
っ
た
こ
と
に
対
す
る
礼
状
（『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
二
四
・
七
五
）
で
あ
り
、
第
二
に
（
天
正
六
年
）
六
月
二
五
日
に
や
は

り
三
非
斎
の
名
で
同
じ
く
大
鳥
居
に
対
す
る
「
今
度
義
統
出
張
に
つ
き
て
、
祈
禱
の
巻
数
一
枝
な
ら
び
に
刀
一
腰
」
を
贈
っ
た
こ
と
に
対
す

る
礼
状
で
あ
る
（『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
二
四
・
八
一
）。

田
北
学
編
『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
を
参
照
す
る
と
、
宗
麟
が
巻
数
の
礼
状
を
書
い
て
い
る
の
は
、
義
鎮
と
名
乗
っ
た
時
代
（
永
禄

五
年
以
前
）、
出
家
し
て
宗
麟
と
名
乗
っ
た
時
代
（
永
禄
五
年
〜
天
正
六
年
）
に
集
中
し
て
お
り
、
恐
ら
く
改
宗
を
念
頭
に
「
三
非
斎
」
と

署
名
し
始
め
て
か
ら
は
、
上
記
二
つ
の
も
の
し
か
な
い
。
そ
の
後
「
円
斎
」「
宗
滴
」
と
も
名
乗
っ
て
い
る
が
、
そ
の
名
で
出
さ
れ
た
巻
数

の
礼
状
は
、
管
見
の
限
り
見
出
せ
な
い
。
フ
ロ
イ
ス
が
、（
宗
麟
が
）
デ
ウ
ス
の
教
え
を
聞
い
て
こ
れ
を
喜
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
あ
れ

ほ
ど
心
を
用
い
て
い
た
僧
院
に
通
う
こ
と
を
や
め
、
神
仏
を
崇
め
る
人
々
の
無
知
と
狂
気
に
つ
い
て
公
然
と
語
っ
た
（
前
掲
一
五
七
八
年

一
〇
月
一
六
日
書
翰
）
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
、
改
宗
に
向
か
い
始
め
た
後
に
巻
数
の
礼
状
を
認
め
る
こ
と
は
考
え
に
く
い（

９
）。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
宗
麟
が
改
宗
を
考
え
始
め
た
の
は
、
天
正
六
年
以
前
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
従
っ
て
天
正
四
年
以
前
の
正
室
の
「
離
縁
」

は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
と
は
無
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
離
縁
」
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、『
大
友
記
』（『
九
州
治
乱
記
』）
が
、

大
友
宗
麟
が
「
女
色
等
に
耽
り
」
そ
の
「
不
行
儀
」
を
恨
ん
だ
「
御
簾
中
」
が
宗
麟
の
「
調
伏
」
を
行
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
点
は
、
次

に
述
べ
る
点
か
ら
み
て
一
概
に
捨
て
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
新
妻
は
宗
麟
の
嫁
の
母
で
あ
り
、
前
夫
人
の
侍
女
、
即
ち
宗
麟
の
身
近
に
い
た

女
性
で
あ
る
。
こ
の
女
性
へ
の
関
心
が
前
夫
人
と
の
不
和
の
原
因
と
み
る
こ
と
は
、
不
自
然
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
２
）
新
妻
の
改
宗
と
正
室
の
呪
詛

前
述
の
「
離
縁
」
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
宗
麟
か
ら
新
妻
を
キ
リ
シ
タ
ン
に
改
宗
さ
せ
た
い
と
の
希
望
が
宣
教
師
ら
に
伝
え
ら
れ
た
。
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一
五
七
八
年
一
〇
月
一
六
日
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
（T

T
J.f.69v.,CEV

 I f.419

、『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・
八
九
頁
）

老
王
が
（
正
室
と
新
妻
に
関
し
て
）
こ
の
よ
う
に
処
置
し
た
後
は
、
我
ら
に
は
そ
の
記
憶
は
す
っ
か
り
薄
れ
、
ま
た
異
教
徒
の
我
ら
に

対
す
る
迫
害
と
憎
悪
は
そ
の
時
ま
で
続
い
て
い
た
の
だ
が
、
王
は
非
常
に
長
い
伝
言
を
当
地
の
司
祭
に
送
り
、
次
の
よ
う
な
意
向
を
伝

え
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
然
る
べ
き
理
由
に
よ
り
同
居
の
女
性
を
キ
リ
シ
タ
ン
に
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
の
た
め
彼
女
に

説
教
さ
せ
る
よ
う
ジ
ョ
ア
ン
修
道
士
の
派
遣
を
請
う
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。
…
…
司
祭
は
我
ら
の
主
な
る
デ
ウ
ス
が
御
慈
悲
に
よ
り
、

王
が
説
教
を
耳
に
し
う
る
好
機
を
与
え
た
の
を
見
、
そ
れ
は
我
ら
一
同
の
積
年
の
望
み
で
あ
っ
た
の
で
、
た
だ
ち
に
府
内
の
司
祭
お
よ

び
修
道
士
ら
に
伝
言
を
発
し
、
我
ら
の
主
な
る
デ
ウ
ス
が
国
王
に
好
意
的
に
な
り
、
彼
に
キ
リ
ス
ト
教
の
事
柄
を
聴
く
意
志
と
希
望
を

吹
き
込
む
よ
う
、
彼
ら
が
い
っ
そ
う
熱
心
に
ミ
サ
と
祈
り
を
捧
げ
、
ま
た
、
数
日
間
作
業
の
功
徳
を
積
む
べ
く
励
む
こ
と
を
命
じ
た
。

し
か
し
こ
の
依
頼
の
理
由
が
宗
麟
自
身
の
信
仰
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
司
祭
（
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
）

が
府
内
の
イ
エ
ズ
ス
会
員
に
「
我
ら
の
主
な
る
デ
ウ
ス
が
国
王
に
好
意
的
に
な
り
、
彼
に
キ
リ
ス
ト
教
の
事
柄
を
聴
く
意
志
と
希
望
を
吹
き

込
む
よ
う
」
ミ
サ
を
さ
さ
げ
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
宗
麟
が
改
宗
を
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
前
掲
フ
ロ
イ
ス

書
翰
の
次
の
部
分
か
ら
も
窺
え
る
。

一
五
七
八
年
一
〇
月
一
六
日
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
（T

T
J.f.70, CEV

 I f.419v.

『
報
告
集
』
Ⅲ
五
、九
〇
頁
）

新
王
妃
と
ド
ン
・
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
の
妻
で
あ
る
そ
の
娘
と
が
カ
テ
キ
ズ
モ
の
説
教
を
総
て
聴
き
終
え
る
と
、
国
王
は
司
祭
に
、（
彼

女
ら
の
）
所
へ
行
っ
て
洗
礼
を
授
け
て
ほ
し
い
、
教
会
は
遠
く
、（
新
）
王
妃
は
病
気
な
の
で
、
今
こ
ち
ら
（
の
教
会
）
に
来
て
洗
礼

を
受
け
る
の
は
具
合
が
悪
い
と
伝
言
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
司
祭
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
た
。
殿
下
の
命
じ
ら
れ
た
通
り
に
そ
ち

ら
へ
行
く
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
以
前
殿
下
に
申
し
入
れ
た
よ
う
に
、
彼
女
が
キ
リ
シ
タ

ン
と
し
て
合
法
的
な
妻
で
あ
る
た
め
に
は
、
た
と
え
殿
下
が
異
教
徒
で
は
あ
れ
、
彼
女
と
共
に
命
あ
る
限
り
変
わ
り
な
く
（
一
緒
に
暮



八
九

大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

ら
し
）
続
け
る
勇
気
と
熟
慮
の
上
の
決
断
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
お
聞
き
に
な
ら
れ
た
よ
う
に
デ
ウ
ス
の
御
法
は
総
て
に
お

い
て
完
全
で
厳
格
で
あ
る
の
で
こ
の
点
に
触
れ
る
の
で
あ
り
、
若
し
今
後
殿
下
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
改
宗
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、

救
い
主
へ
の
最
大
の
侮
辱
な
し
に
最
初
の
妻
と
同
棲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。〔
な
ぜ
な
ら
ば
、
遥
か
以
前
に
（
最
初
の
妻
で
あ
る
）

彼
女
を
娶
っ
た
や
り
方
が
、
仮
に
、
そ
の
時
の
よ
う
な
や
む
得
な
い
事
情
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
婚
姻
の
絆
を
（
王
と
正
室
）
両
者

の
間
で
無
効
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

（1
（

〕。

新
妻
を
受
洗
さ
せ
て
ほ
し
い
と
の
宗
麟
の
要
望
に
対
し
、
カ
ブ
ラ
ル
が
「
た
と
え
殿
下
が
異
教
徒
で
は
あ
れ
、
彼
女
と
共
に
命
あ
る
限
り

変
わ
り
な
く
（
一
緒
に
暮
ら
し
）
続
け
る
勇
気
と
熟
慮
の
上
の
決
断
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
「
若
し
今
後
殿
下
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
改
宗

す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
」と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
も
、こ
の
時
点
で
宗
麟
は
異
教
徒
の
ま
ま
で
改
宗
の
意
志
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
何
故
、
新
妻
の
み
を
改
宗
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
、
こ
の
点
に
示
唆
を
与
え
て
い
る
の
は
管
見
の
限
り
『
日
本
史
』
の
次
の
記

述
の
み
で
あ
る
。

『
日
本
史
』
第
二
部
第
二
章
（Frois, op.cit III p.14, 『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
七
・
三
七
・
一
三
〇
〜
一
三
一
頁
）

息
子
た
ち
や
親
戚
の
者
が
そ
の
悲
報
を
イ
ザ
ベ
ル
に
伝
え
る
と
、
彼
女
は
こ
れ
ほ
ど
の
大
い
な
る
呵
責
の
苦
悩
に
生
き
る
よ
り
は
自
ら

命
を
断
つ
方
が
ま
し
だ
と
決
意
し
て
、
短
刀
を
肌
身
離
さ
ず
携
え
て
い
た
が
、
娘
た
ち
も
侍
女
た
ち
も
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
（
人
々
は
）
日
夜
彼
女
を
監
視
し
、
自
殺
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
彼
女
の
側
に
付
き
添
っ
た
。
爾
来
、
彼

女
は
神
仏
に
対
し
て
よ
り
一
層
多
く
の
寄
進
物
や
供
物
を
捧
げ
、
一
日
中
の
多
く
の
時
間
を
仏
僧
や
魔
術
師
た
ち
と
過
し
、（
彼
ら
に
）

か
の
敵
（
の
女
）
を
死
に
至
ら
し
め
る
た
め
の
方
策
を
、
深
い
嘆
息
と
涙
の
う
ち
に
訊
ね
た
。
一
度
な
ど
は
、（
彼
ら
は
）
そ
の
敵
を

少
な
く
と
も
盲
目
に
さ
せ
た
い
な
ら
ば
、
生
き
た
蝦
蟇
や
蛙
を
捕
え
、
そ
の
眼
に
熱
し
た
鉄
棒
を
突
き
刺
す
の
が
よ
く
、
そ
の
ほ
か
に

も
な
お
、
こ
れ
ら
の
動
物
に
魔
術
を
施
す
よ
う
助
言
し
た
。
だ
が
我
ら
の
主
な
る
デ
ウ
ス
は
、
事
が
反
対
に
な
る
よ
う
望
み
給
い
、
彼



九
〇

女
自
身
、
眼
病
を
患
い
始
め
、
元
来
、
眼
が
よ
く
な
か
っ
た
も
う
一
方
が
快
方
に
向
か
っ
た
。

宗
麟
の
正
室
が
新
妻
を
呪
詛
し
た
と
す
る
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
日
本
側
の
史
料
に
類
似
の
記
述
が
見
出
せ
る
。『
大
友
記
』
に
は
「
義

鎮
公
の
御
不
行
儀
、
御
簾
中
深
く
御
憎
み
あ
り
、
調
伏
あ
る
こ
そ
愚
か
な
れ
。
国
中
の
社
僧
・
山
伏
等
、
爰
か
し
こ
に
相
集
り
、
昼
夜
の
境

も
な
く
祈
る
事
夥
し
。
い
か
な
る
祈
禱
や
ら
ん
と
人
皆
不
審
し
合
へ
り
。
此
事
深
く
忍
ぶ
と
い
へ
ど
も
義
鎮
公
御
耳
に
立
ち
、
大
き
に
御
腹

立
あ
り
。
一
人
も
残
ら
ず
御
成
敗
あ
る
べ
き
由
仰
出
さ
れ
け
れ
ど
も
…
…
」（
御
簾
中
御
呪
詛
之
事
）
と
、
正
室
が
呪
詛
を
行
っ
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
陰
徳
太
平
記
』
に
も
「
此
る
事
も
、
先
年
宗
麟
の
夫
人
宗
麟
を
調
伏
し
給
ひ
し
時
、
諸
寺
諸
社
に
て
之
を
行
じ
け

る
を
聞
き
て
、
宗
麟
大
に
怒
り
、
社
人
寺
僧
等
を
悉
く
誅
戮
す
べ
し
と
下
知
せ
ら
れ
し
を
…
…
」（
巻
第
五
八
・
豊
後
国
異
国
船
来
着
之
事
）

と
あ
る
。

と
も
に
呪
詛
の
対
象
を
宗
麟
と
し
て
い
る
点
が
『
日
本
史
』
と
は
異
な
る
も
の
の
、
正
室
が
呪
詛
を
行
っ
た
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
も
『
大
友
記
』
が
述
べ
る
「
御
不
行
儀
」
と
は
文
脈
上
「
女
色
等
に
耽
る
」
こ
と
を
指
す
と
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
女
性
に
関

す
る
こ
と
で
宗
麟
が
正
室
の
恨
み
を
買
い
、
正
室
が
呪
詛
に
及
ん
だ
と
い
う
大
筋
で
は
『
日
本
史
』
と
一
致
し
て
い
る）

（（
（

。
即
ち
宗
麟
の
正
室

が
呪
詛
を
行
っ
た
点
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
側
、
日
本
側
の
三
つ
の
史
料
が
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
妻
が
後
妻
を
攻
撃
す
る
「
後
妻
打
」

は
中
世
で
は
習
慣
的
な
行
為
で
あ
り
、
新
た
に
宗
麟
の
愛
情
を
獲
得
し
た
女
性
に
対
し
て
、「
離
縁
」
さ
れ
た
正
室
が
呪
詛
す
る
可
能
性
が

低
い
と
は
言
え
な
い
。

こ
の
点
と
関
わ
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
掲
一
五
七
八
年
一
〇
月
一
六
日
フ
ロ
イ
ス
書
翰
に
あ
る
よ
う
に
、
洗
礼
を
受
け
る
際
に
新

妻
が
病
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
翰
で
は
、
新
妻
は
も
と
も
と
「
少
々
病
弱
（algum

 tanto enferm
a

）」
と
は
述
べ
て

い
る
も
の
の
、
同
じ
書
翰
か
ら
、
宗
麟
が
日
向
国
に
侵
攻
す
る
た
め
に
乗
船
し
た
軍
船
に
新
妻
が
同
乗
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
の
で
（T

T
J 

f.74v., CEV
 I f.423v. 

『
報
告
集
』
Ⅲ
五
、九
九
〜
一
〇
〇
頁
）、
日
常
的
に
教
会
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
病
弱
だ
っ
た
の
で
は
な
い



九
一

大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
『
日
本
史
』
で
は
新
妻
が
病
気
で
、
受
洗
の
た
め
教
会
へ
行
け
な
い
と
の
趣
旨
を
、
新
妻
の
居
所
が
「
臼
杵
の
教

会
か
ら
は
遠
く
、（
新
）
王
妃
は
（
体
調
が
）
良
く
な
い
の
で
（a rainha ser m

al disposta

）」（Frois, op.cit. III p.16, 

『
フ
ロ
イ
ス
日

本
史
』
七
・
三
七
・
一
三
二
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
む
し
ろ
新
妻
は
こ
の
時
、
通
常
の
健
康
を
一
時
的
に
損
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

病
気
に
か
か
っ
た
者
を
治
癒
す
る
た
め
に
宗
教
上
の
対
応
を
行
う
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
ご
く
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
病
気
の

平
癒
を
祈
っ
て
出
家
な
ど
の
宗
教
上
の
儀
礼
を
行
う
こ
と
は
、平
清
盛
を
筆
頭
に
中
世
社
会
で
は
頻
繁
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。し
た
が
っ

て
病
気
を
治
す
た
め
に
受
洗
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
発
想
と
し
て
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
し
、
事
実
受
洗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
健
康
を

回
復
し
た
病
者
の
事
例
は
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
ら
の
報
告
書
に
散
見
さ
れ
る）

（1
（

。

さ
ら
に
『
日
本
史
』
の
前
述
の
記
述
に
信
憑
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
新
妻
が
病
気
を
患
っ
て
い
た
こ
ろ
、「
離
縁
」
さ
れ
た
正
室
は
新
妻

を
呪
詛
し
て
い
た
。
正
室
の
呪
詛
と
新
妻
の
病
気
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
当
時
の
発
想
と
し
て
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
在
来

の
神
仏
を
動
員
し
て
の
呪
詛
に
対
抗
す
る
た
め
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
宗
教
に
頼
る
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
イ
エ
ズ
ス

会
は
日
常
的
に
在
来
の
神
仏
を
攻
撃
す
る
説
教
を
行
い
、
そ
の
利
益
は
な
く
、
そ
の
霊
験
は
偽
物
で
あ
る
と
公
言
し
、
宣
教
し
て
い
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
正
室
の
新
妻
に
対
す
る
呪
詛
に
対
抗
す
る
こ
と
こ
そ
、
宗
麟
が
新
妻
の
改
宗
を
考
え
、
イ
エ
ズ
ス
会
司
祭
に

受
洗
を
依
頼
し
た
理
由
だ
と
結
論
さ
れ
る
。
在
来
の
神
仏
に
よ
る
呪
詛
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
日
本
の
神
仏
を
攻
撃
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
神

こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
、
と
の
論
理
は
十
分
想
定
で
き
よ
う
。
何
よ
り
も
禅
宗
で
あ
り
、
宗
麟
が
キ
リ
ス
ト
教
に
関
心
を
も
つ
よ
う
、
宣
教
師

た
ち
が
ミ
サ
を
あ
げ
る
ほ
ど
、
こ
の
時
は
キ
リ
ス
ト
教
と
無
縁
で
あ
っ
た
宗
麟
が
、
新
妻
の
改
宗
を
望
む
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
前
に
も
も
っ

て
い
た
現
世
利
益
へ
の
期
待
を
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
は
宗
麟
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
、
そ
れ
以
前
と
同
じ
く
現
世
利
益
を
も
た
ら
す
諸
信
仰
の
一
つ
と
考



九
二

え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
新
妻
が
健
康
を
回
復
し
た
こ
と
で
宗
麟
は
、
受
洗
に
よ
り
正
室
の
呪
詛
を
退
け
た
と
思
う
に
至
っ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
在
来
の
神
仏
以
上
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
霊
験
を
期
待
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
り
、
宗
麟
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心

は
、
現
世
利
益
と
い
う
点
で
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

ま
た
在
来
の
神
仏
に
強
固
な
信
仰
を
も
つ
家
臣
た
ち
に
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
傾
斜
を
促
す
た
め
に
は
、
現
世
利
益
に
訴
え
る
の
も
有
効
な

方
法
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
宗
麟
の
義
理
の
甥
で
あ
り
、
そ
の
婿
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
田
原
親
虎
が
入
信
し
た
の
は
、
山
伏
（
及
び
僧
侶
）

で
は
行
い
得
な
か
っ
た
悪
魔
祓
い
が
キ
リ
シ
タ
ン
の
手
で
実
現
し
た
の
を
聞
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

当
初
こ
れ
を
聞
い
て
も
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
親
虎
は
件
の
山
伏
か
ら
事
実
を
聴
く
と
「
既
に
説
法
を
聞
い
た
も
の
の
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
な

る
よ
う
決
心
は
し
て
い
な
か
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
に
伝
言
し
て
「
既
に
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
よ
う
決
心

し
て
お
り
、
ヤ
ゴ
ロ
ウ
（
悪
魔
祓
い
を
行
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
―
引
用
者
）
が
し
た
こ
と
を
み
た
以
上
こ
れ
以
上
の
説
法
は
望
ま
ず
、
洗
礼
を

受
け
る
た
め
に
直
ち
に
彼
に
デ
ウ
ス
の
御
法
を
教
え
る
こ
と
を
望
む
」
と
伝
え
た
と
い
う
（
一
五
七
六
年
九
月
九
日
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ

ラ
ル
書
翰
（T

T
J f.49., CEV

 I f.361 『
報
告
集
』
Ⅲ
四
、二
八
六
〜
二
八
七
頁
））。
ま
た
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
に
よ
る
と
「
こ
れ
を
知
っ
た

親
虎
（
こ
れ
が
少
年
の
名
前
で
あ
る
）
は
直
ち
に
こ
れ
が
聖
な
る
美
徳
に
よ
ら
ず
あ
り
え
な
い
こ
と
を
理
解
し
た
。
そ
し
て
こ
の
奇
跡
の
御

業
の
光
に
助
け
ら
れ
、
教
理
に
つ
い
て
総
て
の
説
法
を
聴
き
た
い
と
新
た
に
懇
願
し
た
」
と
い
う
（
一
五
七
七
年
六
月
六
日
ル
イ
ス
・
フ
ロ

イ
ス
書
翰）

（1
（

（Jap.Sin.8III f.83v. T
T

J f. 52v., CEV
 I 374v.

『
報
告
集
』
Ⅲ
四
、三
三
〇
〜
三
三
一
頁
））。

（
３
）
伊
東
義
祐
の
援
助
依
頼
と
改
宗
宣
言

大
友
宗
麟
の
改
宗
の
直
接
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
天
正
五
年
（
一
五
七
五
）
一
二
月
、
日
向
国
の
大
名
伊
東
義
祐
が
、
隣
国
島
津

氏
と
の
境
界
で
の
紛
争
の
過
程
で
、
土
持
親
成
ら
の
内
応
を
得
た
島
津
義
久
に
敗
北
し
て
豊
後
へ
没
落
し
（『
相
良
家
文
書
』（
天
正
五
年
）

一
二
月
一
九
日
島
津
義
弘
書
状
〈
二
─
五
九
六
〉、
同
一
二
月
二
一
日
島
津
義
久
書
状
〈
二
─
五
九
七
〉、『
歴
代
鎮
西
要
略
』）、
姻
戚
関
係



九
三

大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

に
あ
る
宗
麟
に
援
助
を
求
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
友
義
統
は
直
ち
に
日
向
国
に
侵
攻
し
、
天
正
六
年
四
月
、
土
持
親
成
の
松

尾
城
を
攻
め
、
親
成
を
滅
亡
さ
せ
た
（『
大
友
家
文
書
録
』（
天
正
六
年
）
四
月
一
四
日
大
友
義
統
書
状
、
同
義
統
譜
、
同
宗
麟
譜
〈『
増
補

訂
正
編
年
大
友
史
料
』
二
四
・
四
五
、三
七
、三
八
〉）。
こ
の
直
後
、宗
麟
は
日
向
国
へ
自
ら
侵
攻
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
（『
平
林
文
書
』（
天

正
六
年
）
四
月
二
四
日
大
友
義
統
書
状
〈
同
前
二
四
・
五
四
〉）。
そ
し
て
こ
の
日
向
侵
攻
へ
の
一
連
の
行
動
の
中
で
、
宗
麟
は
自
ら
改
宗
す

る
こ
と
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。

一
五
七
八
年
一
〇
月
一
六
日
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
（T

T
J.ff.70v.-71, CEV

 I f.420. 

報
告
集
Ⅲ
五
・
九
一
〜
九
二
頁
）

こ
の
間
に
薩
摩
国
王
は
戦
さ
に
お
い
て
、
一
方
を
豊
後
国
と
接
す
る
日
向
国
を
奪
っ
た
。
日
向
国
王
（
伊
東
義
祐
）
は
、
こ
の
（
豊

後
）
国
に
、敗
走
し
て
彼
の
孫
た
ち
や
若
干
の
兵
と
共
に
避
難
し
て
来
た
。（
豊
後
の
）
こ
の
王
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

…
…
王
子
は
日
向
国
を
奪
い
返
す
用
意
を
整
え
る
と
お
よ
そ
六
万
の
兵
を
率
い
て
彼
の
国
に
む
か
っ
た
。
…
…
王
子
が
到
着
す
る
前

に
、
大
な
る
勢
力
と
い
う
日
本
に
お
け
る
（
豊
後
の
）
名
声
の
み
に
よ
り
、
河
の
手
前
に
あ
る
十
七
の
城
が
降
伏
し
た
ほ
か
、
薩
摩
と

同
盟
し
て
い
た
、
そ
の
所
領
が
土
持
と
呼
ば
れ
る
（cuio stado[sic] se cham

a ccuchim
ochj

）、
同
国
の
主
た
る
領
主
の
一
人
も

滅
ぼ
さ
れ
た
。
豊
後
国
王
と
嫡
子
は
こ
ち
ら
か
ら
、
か
の
地
に
あ
る
神
、
仏
の
僧
院
と
神
殿
を
焼
き
破
壊
す
る
よ
う
命
じ
、
そ
の
よ
う

に
実
行
さ
れ
た
。
国
王
は
か
の
国
か
ら
得
た
報
せ
に
甚
だ
満
足
し
、
か
の
地
に
再
び
入
植
し
、（
新
）
妻
と
共
に
隠
居
す
る
た
め
、
一

方
嫡
子
は
こ
ち
ら
に
領
有
す
る
他
の
国
々
の
さ
ら
な
る
安
泰
を
計
る
た
め
、
今
年
王
自
ら
か
の
地
に
赴
く
こ
と
に
決
め
、
司
祭
に
は
次

に
よ
う
に
伝
え
た
。
彼
自
ら
日
向
に
向
か
い
、
こ
の
地
か
ら
は
（
か
の
日
向
の
）
地
の
生
ま
れ
で
全
員
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
べ
き
人
々

の
ほ
か
、
彼
と
共
に
滞
在
す
る
兵
三
百
の
み
を
伴
っ
て
行
く
決
心
で
あ
る
こ
と
、
か
の
地
に
建
設
予
定
の
都
市
は
日
本
の
そ
れ
と
は
異

な
る
新
た
な
法
と
制
度
の
も
と
に
統
治
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
日
向
生
れ
の
人
々
が
彼
や
そ
の
家
臣
と
よ
り
良
く
統
合
さ
れ
る
に
は
全
員

が
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
り
、
兄
弟
の
よ
う
な
友
愛
と
絆
の
う
ち
に
生
活
す
る
の
が
適
切
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
司
祭
一
人
と
修
道
士
数
名



九
四

の
同
行
を
希
望
す
る
こ
と
、
…
…
彼
も
ま
た
か
の
地
で
洗
礼
を
受
け
る
決
心
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
以
下
の
三
点
が
注
目
さ
れ
る
。
第
一
に
土
持
領
を
占
領
し
そ
の
地
の
寺
社
を
総
て
焼
き
滅
ぼ
さ
せ
た
点
で
あ
る
。
第
二
に
宗
麟

が
「
妻
と
共
に
隠
居
（se recolher com

 sua m
olher

）」
す
る
た
め
に
日
向
に
行
く
一
方
、
当
主
義
統
は
在
来
の
領
国
を
よ
り
安
全
に
統

治
す
る
と
い
う
、
宗
麟
・
義
統
各
々
の
統
治
の
棲
分
け
を
指
向
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
三
に
日
向
は
「
日
本
の
そ
れ
と
は
異
な
る
新
た
な

法
と
制
度
の
も
と
に
統
治
」
さ
れ
「
全
員
が
キ
リ
シ
タ
ン
」
と
な
り
、
か
つ
自
ら
「
か
の
地
で
洗
礼
を
受
け
」
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
点

で
あ
る
。

第
一
の
寺
社
の
破
壊
は
、
宗
麟
と
大
友
義
統
が
軍
勢
を
率
い
る
武
将
ら
に
与
え
た
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
掲
書
翰
の
直
前
の
日

付
を
も
つ
書
翰
で
フ
ロ
イ
ス
は
「
さ
ら
に
当
然
な
が
ら
、
大
い
な
る
偶
像
の
崇
拝
者
で
あ
る
、
日
向
の
か
の
地
の
人
々
が
お
り
、
彼
ら
が
そ

れ
ら
（
偶
像
）
を
崇
め
る
こ
と
は
大
変
敬
虔
だ
っ
た
の
で
、
小
さ
な
場
所
に
、
そ
れ
に
捧
げ
ら
れ
た
領
地
を
も
つ
大
量
の
僧
院
や
様
々
な
寺

院
が
あ
っ
た
。
ジ
ア
ン
は
国
王
（
宗
麟
）
と
王
子
（
義
統
）
の
、
そ
れ
ら
（
僧
院
・
寺
院
）
を
放
火
に
よ
り
焼
き
、
完
全
に
滅
ぼ
す
よ
う
に

と
の
任
務
を
携
え
て
い
た
」（
一
五
七
八
年
九
月
三
〇
日
書
翰
、Jap.Sin.45II f.4v., CEV

 I f.407. 

『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・
四
五
頁
）
と
、
日
向

に
派
遣
さ
れ
た
ジ
ア
ン
と
い
う
キ
リ
シ
タ
ン
武
士
の
任
務
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
現
地
で
は
、
立
磐
大
明
神
の
焼
却
に
反
対
す
る
同
僚

に
対
し
て
ジ
ア
ン
が
「（
国
王
と
王
子
と
が
）
彼
に
命
令
し
た
時
、
総
て
の
神
仏
の
仏
堂
（todas as uarellas dos Cam

es e Fotoques

）

を
滅
ぼ
せ
と
い
う
も
の
で
あ
り
、王
も
王
子
も
共
に
、こ
の
（
立
磐
大
明
神
の
）
神
殿
も
他
の
場
所
も
例
外
と
し
て
除
き
は
し
な
か
っ
た
」(

同

前
、Jap.Sin 45II f.5v., CEV

 I f.407v. 『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・
四
六
頁)
と
主
張
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
て
横
岳
の
薬
師
（Y

ocodaqueno Y
aquxi

）
や
立
磐
大
明
神
（T

aqeyuanodaym
eosin

）
な
ど
諸
国
か
ら
巡
礼
を
集
め
る
よ

う
な
寺
院
が
焼
か
れ
た
（
同
前
、Jap.Sin.45II ff.4v-5, CEV

 I ff.407-407v.,
『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・
四
五
〜
四
七
頁
）。
こ
れ
が
宗
麟
の
占
領

地
日
向
住
民
に
対
す
る
公
然
た
る
信
仰
表
明
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
の



九
五

大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

ジ
ア
ン
が
日
向
の
地
で
説
法
を
行
い
、
そ
の
結
果
人
々
か
ら
洗
礼
を
授
け
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
同
前
、Jap.Sin.45II 

f.4v., CEV
 I f.407. 『

報
告
集
』
Ⅲ
五
・
四
五
頁
）。

「（
日
向
の
）
異
教
徒
と
し
て
は
ジ
ア
ン
が
彼
ら
の
偶
像
と
寺
院
を
焼
き
、
総
て
を
滅
ぼ
し
た
の
を
み
る
と
共
に
、
彼
に
つ
い
て
名
声
を
聞

き
、よ
い
評
価
を
せ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。何
故
な
ら
、他
方
で
は
彼
ら
に
対
し
て
如
何
な
る
不
正
も
せ
ず
、殆
ど
常
に
祈
っ
て
い
る
の
を
見
、

彼
に
神
仏
が
罰
を
与
え
ず
、
む
し
ろ
彼
が
貧
民
を
信
心
と
慈
悲
の
業
と
共
に
優
遇
す
る
の
を
見
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め
こ
れ
ら
の
人
々

が
彼
か
ら
説
法
を
聴
い
た
最
初
の
人
々
と
な
り
、
彼
に
洗
礼
を
授
け
る
よ
う
要
請
し
た
」（
同
前
、Jap.Sin.45II f. 5v., CEV

 I ff. 407v.-

408. 『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・
四
七
頁
）
と
の
証
言
が
み
ら
れ
る
。

第
二
に
日
向
は
宗
麟
、
一
方
在
来
の
領
国
は
嫡
子
義
統
と
い
う
統
治
の
棲
み
分
け
が
指
向
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
宗
麟
の
指
示
し
た

寺
社
の
破
壊
が
日
向
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う）

（1
（

。
宗
麟
が
信
仰
表
明
と
共
に
行
う
統
治
は
占
領
地
日
向
に
限

定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「（
か
の
日
向
の
）
地
の
生
ま
れ
で
全
員
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
べ
き
人
々
の
ほ
か
、
彼
と
共
に
滞
在
す
る
兵

三
百
の
み
」
が
赴
く
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
み
に
よ
る
統
治
が
実
現
す
る
よ
う
な
人
員
配
置
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ

う
。
自
ら
の
隠
居
領
と
な
る
日
向
に
限
定
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
宗
麟
個
人
の
強
い
人
格
的
影
響
の
及
び
う
る
、
領
主
権
の
専
一
な
樹
立
が

可
能
な
領
域
に
限
っ
て
寺
社
を
破
壊
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
改
宗
を
試
み
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

従
っ
て
第
三
に
「
日
本
の
そ
れ
と
は
異
な
る
新
た
な
法
と
制
度
の
も
と
に
統
治
」
を
行
い
「
全
員
が
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
」
る
べ
き
こ
と
を

主
張
し
、
そ
こ
で
宗
麟
自
身
が
受
洗
す
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
た
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。「
日
本
の
そ
れ
と
は
異
な
る
新
た
な
法
と
制
度
」

と
は
、
一
五
七
九
年
一
二
月
一
〇
日
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
リ
ヤ
ン
書
翰
に
「
キ
リ
シ
タ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
法
に
従
っ
てas leis dos 

Christãos, &
 dos Portugueses

」（CEV
 I f.437.

）
と
あ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
統
治
で
あ
る
。
そ
の
統
治
と
自
身
の
洗
礼

と
は
一
体
で
あ
り
、
宗
麟
に
と
っ
て
は
両
者
が
切
り
離
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。



九
六

こ
う
し
て
み
る
と
宗
麟
は
、
在
来
の
領
国
と
は
切
り
離
さ
れ
た
占
領
地
に
お
い
て
、
か
つ
自
身
と
そ
の
側
近
の
み
に
よ
る
支
配
が
可
能
な

領
域
に
限
定
し
て
、
信
仰
に
合
致
す
る
統
治
を
考
え
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
「
改
宗
す
れ
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
家
臣
に
殺
さ

れ
、
王
位
を
逐
わ
れ
る
」
と
の
宗
麟
の
危
惧
が
解
消
さ
れ
た
と
想
定
す
る
理
由
は
こ
の
時
点
で
も
見
出
せ
ず
、
豊
後
に
お
い
て
家
中
や
諸
寺

社
と
の
関
係
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
改
宗
は
困
難
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
む
し
ろ
従
来
の
係
累
の
な
い
占
領
地
日
向
こ
そ
、
そ
し

て
隠
居
と
い
う
立
場
で
こ
そ
、
改
宗
し
た
宗
旨
に
よ
る
統
治
の
実
現
が
現
実
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
こ
と
は
た
や
す
く
想
像
で
き
よ
う
。
宗

麟
自
身
が
、な
が
ら
く
キ
リ
ス
ト
教
に
好
意
を
も
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、改
宗
の
機
会
が
な
か
っ
た
が
「
王
子
が
そ
の
年
齢
と
な
り
、

諸
王
国
の
統
治
を
彼
に
譲
っ
た
か
ら
、よ
り
良
く
熟
考
す
る
暇
を
得
た
」（
一
五
七
八
年
一
〇
月
一
六
日
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
、TT

J f.71., 

CEV
 I 420v. 

Ⅲ
五
・
九
五
頁
）
と
フ
ロ
イ
ス
に
対
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
が
窺
え
よ
う
。

さ
ら
に
緒
戦
に
勝
利
し
、
並
行
し
て
行
わ
れ
た
寺
社
の
破
壊
を
と
も
な
う
宣
教
が
、
前
述
の
よ
う
に
順
調
に
い
く
か
に
み
え
た
こ
と
も
大

き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ん
と
い
っ
て
も
寺
社
を
破
壊
し
て
の
戦
争
の
勝
利
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
説
く
信
仰
の
強
力
な
霊
験
を
証
明
す
る
か

に
み
え
た
こ
と
は
推
測
に
か
た
く
な
い
。そ
う
し
た
意
味
で
従
来
の
日
本
の
諸
宗
教
に
は
な
い
、新
た
な
神
の
加
護
が
期
待
さ
れ
た
こ
と
も
、

宗
麟
の
改
宗
の
契
機
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

Ⅲ　

改
宗
の
背
景

前
章
で
は
大
友
宗
麟
の
改
宗
の
一
要
素
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
、
現
世
利
益
を
も
た
ら
す
有
力
な
諸
信
仰
の
一
つ
と
み
る
宗
麟
の
観
念

が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
勿
論
こ
れ
だ
け
で
宗
麟
が
自
ら
改
宗
に
至
っ
た
と
は
想
定
し
が
た
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
イ
エ
ズ
ス

会
の
宣
教
活
動
と
の
関
係
を
検
討
し
て
み
た
い
。
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大
友
宗
麟
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改
宗
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―
そ
の
実
態
と
背
景
―
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（
１
）
現
世
利
益
の
論
理
に
よ
る
宣
教

キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の
信
仰
の
一
要
素
と
し
て
、
戦
国
時
代
に
特
に
武
士
層
を
中
心
に
広
く
見
出
さ
れ
る
天
道
思
想
の
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
イ
エ
ズ
ス
会
に
お
い
て
も
日
本
人
の
い
う
「
天
道
」
の
観
念
は
、
デ
ウ
ス
と
同
じ
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。『
日
葡
辞
書
』

の
次
の
記
述
が
そ
れ
で
あ
る
。

T
ento

（
天
道
）Tennno m

ichi　

天
の
道
、ま
た
は
天
の
秩
序
と
摂
理
。
以
前
は
、こ
の
語
で
我
々
は
デ
ウ
ス
を
呼
ぶ
の
が
普
通
で
あ
っ

た
。
け
れ
ど
も
（
そ
の
時
に
も
）
異
教
徒
は
（
上
記
の
）
第
一
の
意
味
（
天
の
道
）
以
上
に
思
い
至
っ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い）

（1
（

。

但
し
こ
こ
で
第
一
の
意
味
と
し
て
上
げ
ら
れ
た
「
天
の
道
」
も
ま
た
、当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
天
の
摂
理
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、

神
仏
と
同
等
の
も
の
で
あ
っ
た
。こ
の
点
は
別
の
と
こ
ろ
で
既
に
述
べ
た
の
で
要
旨
を
述
べ
る
に
止
め
る）

（1
（

が
、当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、

天
空
に
お
け
る
太
陽
と
月
の
軌
道
に
沿
っ
た
運
行
自
体
が
超
自
然
的
な
摂
理
の
現
れ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
有
名
な
、
織

田
信
長
と
今
川
義
元
と
の
桶
狭
間
合
戦
を
描
写
し
た
『
信
長
公
記
』
に
は
、
義
元
の
敗
因
を
、
彼
の
人
道
に
外
れ
た
行
い
に
対
す
る
「
天
道

の
罰
」で
あ
る
と
し
、「
世
は
澆
季
に
及
ぶ
と
い
へ
ど
も
日
月
未
だ
地
に
堕
ち
ず
…
…
因
果
歴
然
、善
悪
二
つ
の
道
理
、天
道
恐
ろ
し
く
候
な
り
」

と
述
べ
ら
れ
、
末
法
の
世
で
あ
れ
「
日
月
」
の
運
行
が
健
在
で
あ
る
こ
と
と
、
天
道
の
摂
理
が
働
い
て
い
る
こ
と
と
が
一
体
の
こ
と
と
見
な

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
織
田
信
長
が
子
息
信
雄
の
敗
戦
を
叱
責
し
、
信
雄
が
正
義
に
悖
る
判
断
を
し
た
た
め
に
敗
戦
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
と
述

べ
て
、「
誠
に
天
道
も
恐
ろ
し
く
、
日
月
未
だ
地
に
落
ち
ず
」（『
崇
福
寺
文
書
』（
天
正
七
年
）
九
月
二
二
日
書
状
）
と
述
べ
て
い
る
の
も
同

様
で
あ
る
。

こ
の
天
道
の
観
念
は
ま
た
神
仏
の
観
念
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
友
宗
麟
の
重
臣
で
あ
っ
た
戸
次
道
雪
（
鑑
連
）
は
、
キ
リ
ス
ト

教
に
改
宗
し
て
寺
社
を
焼
い
た
宗
麟
を
諌
め
て
「
日
本
は
神
国
と
申
し
候
の
間
、
是
非
、
公
私
、
御
信
心
、
専
ら
順
儀
・
天
道
に
背
か
れ
ざ

る
の
様
、御
覚
悟
あ
る
べ
き
事
」（『
立
花
家
文
書
』二
月
一
六
日
戸
次
道
雪
書
状〈『
増
補
編
年
大
友
史
料
』二
四
・
四
〇
六
〉）と
述
べ
て
お
り
、
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「
神
国
」
に
お
い
て
天
道
に
従
う
べ
き
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
ま
た
神
仏
へ
の
篤
い
信
仰
を
も
ち
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
迫
害
し
た
と
さ
れ
る

宗
麟
正
室
「
イ
ザ
ベ
ル
」
の
祈
り
の
言
葉
を
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
が
「
お
お
日
月
よ
、
何
故
御
身
ら
を
神
々
と
崇
め
、
信
奉
し
な
い
者
ら

総
て
を
殺
し
、
苦
し
め
、
破
滅
さ
せ
な
い
の
で
す
か
」（Frois, op.cit. III, p.28. 

『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
七
・
三
八
・
一
五
二
頁
）
と
記
し
て

い
る
の
も
同
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

既
に
鎌
倉
時
代
に
、
日
本
人
は
「
天
道
」
を
日
本
の
神
仏
と
同
等
と
み
て
い
た）

（1
（

。
例
え
ば
『
平
家
物
語
』
で
は
、
木
曾
義
仲
が
倶
利
伽
羅

谷
の
合
戦
に
臨
ん
で
、
戦
闘
の
直
前
に
見
出
し
た
八
幡
社
に
願
文
を
捧
げ
た
と
記
す
が
、
そ
の
願
文
は
「
運
を
天
道
に
任
せ
、
身
を
国
家
に

投
げ
、試
み
に
義
兵
を
起
し
、凶
器
を
退
け
ん
と
欲
す
、…
…
忽
ち
に
三
所
和
光
の
社
壇
を
拝
す
、機
感
の
純
熟
既
に
明
か
な
り
、…
…
」（『
延

慶
本
平
家
物
語
』
第
三
末
・
一
一
）
と
あ
り
、神
仏
の
感
応
（
三
所
和
光
の
社
壇
を
拝
し
た
こ
と
）
が
天
道
の
摂
理
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。

少
な
く
と
も
中
世
に
あ
っ
て
は
、
天
道
思
想
は
日
本
人
の
太
陽
や
月
へ
の
信
仰
、
神
仏
へ
の
信
仰
と
区
別
で
き
ず
、
そ
し
て
そ
の
限
り
で
は

天
道
と
同
一
視
し
う
る
デ
ウ
ス
は
、
日
本
人
の
信
仰
に
は
な
じ
み
深
い
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
天
道
や
神
仏
へ
の
信
仰
と
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
の
相
違
は
、
他
信
仰
・
他
宗
派
に
対
す
る
排
他
的

態
度
で
あ
っ
た
。
天
道
思
想
が
、
在
来
の
神
仏
を
総
て
同
じ
も
の
と
し
て
許
容
す
る
の
に
対
し
て
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
方
は
、
改
宗
す
る
以
上

他
信
仰
を
排
撃
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
修
道
士
ル
イ
ス
・
デ
・
ア
ル
メ
イ
ダ
は
ザ
ビ
エ
ル
と
も
親
交
の
あ
っ
た
薩
摩

国
の
僧
忍
室
に
対
し
て
「
貴
殿
は
、
近
頃
で
あ
れ
既
に
以
前
で
あ
れ
、
耳
に
し
た
デ
ウ
ス
の
教
え
が
、
正
義
に
か
な
い
神
聖
で
真
実
の
も
の

と
考
え
る
な
ら
ば
、
悪
魔
が
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
諸
宗
教
は
、
邪
悪
、
虚
偽
、
欺
瞞
（
の
教
え
）
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
貴
殿
は
そ
れ
を
胸
中
に
し
っ
か
り
と
保
ち
、
言
葉
と
行
動
に
表
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。（
ま
た
）
も
し
洗
礼
を
受
け
る
こ
と
を
思

う
な
ら
ば
、
禅
宗
の
信
徒
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
る
徴
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（『
日
本
史
』
第
一
部
第
三
三
章
、Frois, op.cit I 

pp.218-219. 

『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
六
・
二
四
・
二
七
八
頁
）
と
説
い
て
い
る
。
他
信
仰
と
の
対
立
を
鮮
明
に
し
な
け
れ
ば
真
実
の
信
仰
で
は
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大
友
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麟
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―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

な
い
と
い
う
論
理
が
、「
偶
像
」
破
壊
や
寺
社
の
破
壊
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
必
然
性
を
も
つ
こ
と
は
見
や
す
い
道
理
と
い
え
よ
う
。

要
す
る
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
帰
依
と
在
来
信
仰
の
否
定
と
は
一
体
で
あ
る
。
そ
の
在
来
信
仰
の
否
定
は
豊
後
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
宣
教

さ
れ
た
か
、
が
問
題
と
な
る
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
は
比
叡
山
焼
討
な
ど
畿
内
に
お
け
る
織
田
信
長
の
行
動
を
あ
げ
て
神
仏
に
は
利
益
の
な
い
こ

と
を
説
い
て
い
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
を
指
向
す
る
田
原
親
虎
を
説
得
す
る
た
め
に
、親
虎
の
父
で
あ
り
、大
友
家
重
臣
で
あ
っ
た
田
原
親
賢
は
、

司
祭
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
ブ
ラ
ル
に
、
親
虎
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
の
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
忠
告
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た
と
い
う
。
そ
の

際
、
親
賢
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
こ
と
の
懸
念
の
一
つ
と
し
て
、
神
仏
を
破
壊
し
そ
の
信
仰
を
蹂
躙
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

一
五
七
七
年
六
月
六
日
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰（Jap.Sin.8III ff.86v.-87, T

T
J f.55, CEV

 I f.377.

〔
〕内Jap.Sin. 『
報
告
集
』Ⅲ
四
・

三
三
七
頁
）

豊
前
国
や
そ
の
他
に
あ
る
、
彼
の
管
轄
す
る
土
地
に
は
神
仏
の
神
殿
が
数
多
く
あ
り
、〔
か
の
親
虎
に
、
ひ
い
て
は
神
、
即
ち
そ
の
信

仰
の
た
め
に
〕
地
代
が
献
上
さ
れ
、（
そ
の
神
仏
の
た
め
に
）
毎
年
特
定
の
祭
礼
を
行
っ
て
い
る
が
、
親
虎
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
れ
ば

神
仏
は
破
壊
さ
れ
、
地
代
は
損
な
わ
れ
、
祭
礼
は
消
滅
す
る
に
違
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
カ
ブ
ラ
ル
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

一
五
七
七
年
六
月
六
日
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
（Jap.Sin.8III ff.87-87v, T

T
J f.55, CEV

 I f.377v. 『
報
告
集
』
Ⅲ
四
・
三
三
八
頁
）

神
仏
の
破
壊
と
い
う
点
に
関
し
て
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
は
依
然
（
我
々
か
ら
）
か
け
離
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
息
子
が
か

く
（
そ
れ
を
）
行
っ
て
も
、（
織
田
）
信
長
に
お
い
て
経
験
が
眼
前
に
示
す
通
り
、王
国
が
何
ら
の
損
害
を
受
け
る
よ
う
な
事
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
異
教
徒
で
最
も
有
力
な
日
本
の
領
主
で
あ
る
彼
（
信
長
）
は
、
日
本
の
神
仏
及
び
日
本
の
宗
派
の
最
も
有
力
な
破
壊
者
で
あ

り
、
そ
の
行
為
は
前
代
未
聞
で
あ
っ
た
。
異
教
徒
た
ち
は
そ
の
仏
自
身
に
よ
っ
て
（
信
長
が
）
こ
の
た
め
に
重
く
罰
せ
ら
れ
、
懲
ら
し

め
ら
れ
る
こ
と
を
予
想
し
た
が
、
む
し
ろ
反
対
に
（
日
本
の
神
仏
及
び
宗
派
を
）
破
壊
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
彼
の
地
位
、
領
国
、
名
声
、



一
〇
〇

そ
し
て
富
は
増
大
し
て
行
き
、
よ
り
多
く
の
領
国
を
獲
得
し
、
よ
り
多
く
の
土
地
を
征
服
し
て
い
る
。

即
ち
カ
ブ
ラ
ル
は
、
神
仏
を
破
壊
す
る
織
田
信
長
が
神
仏
に
罰
せ
ら
れ
ず
、
い
よ
い
よ
繁
栄
し
て
い
る
か
ら
、
神
仏
に
は
利
益
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
寺
社
を
破
壊
し
て
も
問
題
は
起
ら
な
い
と
回
答
し
た
の
で
あ
る
。
神
仏
へ
の
信
仰
を
否
定
す
る
た
め
に
現
世
利
益
の
な
い
こ
と

を
そ
の
理
由
と
し
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
信
長
の
事
例
を
根
拠
に
現
世
利
益
の
論
理
に
よ
る
宣
教
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
見
る
と
イ
エ
ズ
ス
会
も
ま
た
、
宣
教
の
現
場
で
は
し
ば
し
ば
現
世
利
益
に
訴
え
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
は
次

の
史
料
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。

『
日
本
史
』
第
一
部
第
五
三
章
（Frois, op.cit. I p.381, 『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
七
・
二
八
・
三
〇
〜
三
一
頁
）

多
く
の
病
人
が
こ
の
教
会
に
連
れ
て
こ
ら
れ
、
我
ら
の
主
デ
ウ
ス
が
聖
水
に
与
え
ら
れ
た
超
自
然
的
な
効
能
に
よ
っ
て
、
病
人
は
健
康

を
回
復
す
る
。
こ
の
王
国
（
豊
後
）
に
は
多
数
の
悪
魔
に
憑
か
れ
た
人
が
い
る
。
教
会
か
ら
彼
ら
へ
の
祈
り
と
悪
魔
祓
い
が
行
わ
れ
、

主
の
情
け
に
よ
り
悪
魔
に
よ
る
煩
悶
か
ら
解
放
さ
れ
、
何
人
か
が
そ
の
恩
恵
に
感
謝
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
。
か
く
し
て
異
教
徒
の

間
に
も
、
病
人
が
健
康
に
な
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
仏
堂
で
は
な
く
我
ら
の
教
会
に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
の
評
判
が
弘
ま
っ
て

い
る
。

上
記
の
記
事
は
、
ジ
ョ
ア
ン
・
バ
ウ
テ
ィ
ス
タ
の
書
翰
か
ら
の
引
用
の
一
部
分
で
あ
る
が
イ
エ
ズ
ス
会
が
宣
教
に
当
た
っ
て
「
聖
水
」
に

よ
る
治
療
と
悪
魔
払
い
と
を
、
有
力
な
布
教
の
手
段
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
現
世
利
益
の
獲
得
を
望
む
人
々
の

間
で
、「
病
人
が
健
康
に
な
る
た
め
に
は
、
彼
ら
の
仏
堂
で
は
な
く
我
ら
の
教
会
に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
の
評
判
」
が
生
ま
れ
る
こ

と
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
も
窺
え
る
。

事
実
、宣
教
師
た
ち
は
聖
水
に
よ
る
病
気
治
癒
を
行
っ
て
お
り
、一
五
五
五
年
に
は
三
百
人
を
超
え
る
病
人
に
聖
水
が
与
え
ら
れ
た
が
、「
そ

の
地
（
豊
後
）
で
そ
の
効
果
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
一
〇
な
い
し
一
二
レ
グ
ワ
の
遠
方
か
ら
人
々
が
聖
水
を
求
め
に
や
っ
て
き
て
、
そ
れ
で
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〇
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大
友
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麟
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改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

快
癒
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
」（『
日
本
史
』
第
一
部
第
一
四
章
、ibid.I pp.90-91,

『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
六
・
一
二
・
一
四
三
頁
）。

さ
ら
に
宣
教
師
た
ち
は
悪
魔
祓
い
も
行
っ
て
い
た
。
府
内
地
域
の
あ
る
村
で
、
悪
魔
に
憑
か
れ
た
（endem

oninhado

）
住
民
が
、
司

祭
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
・
ガ
ー
ゴ
の
指
示
に
よ
り
「
サ
ン
・
ミ
ゲ
ル
」
と
唱
え
た
と
こ
ろ
、「
震
え
だ
し
、
幾
度
と
な
く
、
そ
の
場
に
い
た
人
々

が
少
な
か
ら
ず
恐
怖
を
覚
え
る
程
の
恐
ろ
し
い
し
か
め
面
を
し
た
。
だ
が
司
祭
が
彼
の
上
に
聖
な
る
イ
エ
ズ
ス
の
名
を
呼
び
か
け
て
「
父
と

子
と
聖
霊
の
御
名
に
よ
り
て
、
ア
ー
メ
ン
」
と
言
う
と
、
彼
は
悪
魔
か
ら
解
放
さ
れ
、
立
ち
直
っ
て
話
し
出
し
た
」
と
い
う
。
彼
は
息
子
と

共
に
洗
礼
を
受
け
、
父
は
パ
ウ
ロ
、
息
子
は
ミ
ゲ
ル
と
の
洗
礼
名
を
受
け
た
、
と
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
は
記
し
て
い
る
（『
日
本
史
』
第
一

部
第
一
二
章
、ibid. I p.79. 『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
六
・
一
一
・
一
三
三
〜
一
三
四
頁
）。

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
た
ち
が
、
加
持
・
祈
禱
な
ど
と
同
じ
次
元
の
、
現
世
利
益
を
梃
子
と
し
て
宣
教
し
た
こ
と
を
み
れ
ば
、
神
仏
へ
の
信

仰
は
現
世
利
益
が
な
い
と
の
攻
撃
を
行
い
、
そ
の
た
め
に
織
田
信
長
の
比
叡
山
焼
討
な
ど
の
事
例
を
利
用
し
た
こ
と
は
ご
く
自
然
に
理
解
で

き
る
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
宣
教
の
効
果
と
限
界

上
記
の
よ
う
な
宣
教
に
よ
り
、
大
友
宗
麟
の
嫡
子
大
友
義
統
が
神
仏
へ
の
信
仰
を
否
定
し
、
そ
の
迫
害
に
乗
り
出
し
た
こ
と
が
前
記

一
五
七
八
年
一
〇
月
一
六
日
の
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
か
ら
知
ら
れ
る
（T

T
J ff.75-75v., CEV

 I ff.424-424v. 

『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・

一
〇
二
頁
）。
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
か
と
尋
ね
た
重
臣
ら
に
、
義
統
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
と
フ
ロ
イ
ス
は
記
し
て
い
る
。

一
五
七
八
年
一
〇
月
一
六
日
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
（T

T
J f.75v. CEV

 I f.424v. 『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・
一
〇
二
〜
一
〇
三
頁
）。

豊
後
の
有
力
者
た
ち
の
一
部
は
、
王
子
の
こ
の
行
動
が
、
い
か
な
る
動
機
に
よ
る
も
の
か
知
り
た
く
思
っ
た
。
そ
れ
に
つ
き
王
子
は
、

以
下
の
よ
う
に
答
え
た
。
即
ち
仏
僧
た
ち
は
そ
の
地
を
骨
の
髄
ま
で
食
い
尽
し
、
贅
沢
三
昧
な
生
活
を
し
、
貧
者
や
、
戦
場
で
戦
っ
て

命
を
失
う
兵
士
た
ち
を
嘲
る
か
ら
で
あ
る
、
そ
し
て
も
し
、
彼
ら
が
そ
の
宗
教
の
掟
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
る
な
ら
、
あ
る
い
は
来
世



一
〇
二

で
は
賞
罰
を
、
現
世
で
は
繁
昌
と
財
宝
を
与
え
得
る
よ
う
な
神
や
仏
が
存
在
す
る
な
ら
ま
だ
し
も
許
せ
る
が
、
仏
僧
た
ち
の
生
活
は
偽

善
を
伴
い
、
偽
善
を
重
ね
、
悪
徳
に
満
ち
て
お
り
、
彼
ら
の
祈
禱
と
犠
牲
と
は
、
経
験
に
よ
れ
ば
何
の
役
に
も
立
っ
て
来
な
か
っ
た
。

そ
れ
ら
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
こ
と
は
と
て
つ
も
な
い
無
知
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
何
故
な
ら
（
織
田
）
信
長
も
都
の
地
で
、
同
じ

こ
と
を
や
っ
た
が
、
そ
の
た
め
彼
は
神
や
仏
か
ら
決
し
て
罰
を
受
け
ず
、
却
っ
て
彼
の
事
業
は
、
そ
の
度
に
ま
す
ま
す
繁
栄
し
た
か
ら

で
あ
る
。
…
…

殆
ど
宣
教
師
の
論
理
を
、
い
わ
ば
口
移
し
に
し
た
よ
う
な
言
い
分
の
根
拠
に
「
信
長
も
都
の
地
で
、
同
じ
こ
と
を
や
っ
た
が
、
そ
の
た
め

彼
は
神
や
仏
か
ら
罰
も
受
け
ず
、
彼
の
事
業
は
い
よ
い
よ
繁
栄
」
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
も
そ

れ
な
り
の
功
を
奏
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
重
臣
ら
は
、
義
統
の
こ
の
言
い
分
に
は
納
得
し
な
か
っ
た
こ
と
が
次
の
史
料
か
ら
窺

え
る
。
彼
ら
は
義
統
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

志
賀
道
易
他
連
署
条
書
（
帆
足
悦
蔵
氏
所
蔵
文
書
、『
増
補
訂
正
編
年
大
友
史
料
』
二
四
・
四
〇
八
）

義
統
様
御
弓
箭
方
御
さ
ひ
は
ん
の
事
、
一
円
御
分
別
参
候
わ
す
、
其
故
ハ
、
先
信
長
の
か
た
き
を
思
召
合
ら
れ
候
事
、
物
に
依
て
ち
き

に
違
可
申
事
也
、
縦
ハ
信
長
ハ
神
通
方
便
の
人
の
様
に
承
候
、
其
上
賞
罰
正
し
く
、
未
れ
ん
を
構
た
る
者
を
ハ
即
時
に
討
果
し
、
忠
義

を
抽
た
る
者
を
は
、
所
領
を
以
被
感
候
故
に
、
諸
人
身
の
果
る
を
不
顧
、
い
さ
ミ
の
ゝ
し
り
也
、
香
餌
之
下
に
は
懸
魚
有
、
重
賞
の
下

に
は
死
夫
有
と
云
々
、
…
…
又
信
長
わ
、
寺
社
破
却
の
事
、
我
為
に
敵
と
思
所
を
打
く
つ
し
、
さ
も
あ
ら
ん
に
は
、
い
さ
ゝ
か
い
ろ
ひ

な
し
、
此
ま
ね
を
め
し
候
共
、
此
分
に
て
こ
そ
能
候
ハ
ん
に
、
一
と
し
て
是
に
似
た
る
事
な
し
、
結
句
、
当
方
は
科
な
き
寺
社
な
れ
共
、

信
長
の
ま
ね
と
て
破
却
有
事
、
何
た
る
才
覚
と
も
お
ほ
え
す
、
…
…

田
北
学
氏
に
よ
る
と
、
本
書
は
「
天
正
八
年
の
初
頃
の
も
の
」
で
あ
り
、「
南
郡
衆
の
名
を
騙
り
て
義
統
に
届
け
ん
と
せ
し
落
し
文
、
又

は
矢
文
の
案
文
」
で
あ
り
「
当
時
の
実
際
の
状
態
と
甚
だ
よ
く
符
合
す
る
も
の
あ
る
点
よ
り
見
て
、
後
人
の
面
白
半
分
に
書
き
た
る
楽
書
、



一
〇
三

大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

或
は
戯
作
り
の
文
書
に
は
非
ざ
る
べ
し
」
と
い
う
（
同
上
二
三
九
〜
二
四
一
頁
）。
織
田
信
長
へ
の
言
及
で
「
神
通
方
便
の
人
」
と
称
揚
さ

れ
て
い
る
点
か
ら
、
織
田
信
長
が
斃
れ
る
本
能
寺
の
変
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

大
友
家
中
で
織
田
信
長
の
「
寺
社
破
却
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
話
題
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
点
、
先
の
大
友
義
統
に
つ

い
て
の
フ
ロ
イ
ス
の
記
述
と
符
合
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
点
か
ら
、
恐
ら
く
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
に
よ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
な
い
し
そ
の
同

調
者
が
織
田
信
長
の
事
例
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
寺
社
を
攻
撃
す
る
主
張
を
展
開
し
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
よ
う）

（1
（

。

し
か
し
重
臣
ら
か
ら
み
れ
ば
、
織
田
信
長
の
「
寺
社
破
却
」
は
「
我
が
為
に
敵
と
思
ふ
所
を
打
ち
崩
し
、
さ
も
あ
ら
ん
に
は
聊
か
綺
ひ
な

し
」
と
い
う
よ
う
に
、
神
仏
自
体
が
対
象
で
は
な
く
「
敵
か
味
方
か
」
を
問
題
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
敵
で
な
い
寺
社
に
は
干
渉
し
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
咎
な
き
寺
社
な
れ
共
、
信
長
の
真
似
」
を
し
て
破
却
す
る
義
統
の
行
動
と
は
「
一
つ
と
し
て
こ
れ
に
似
た
る
こ
と

な
」
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
に
批
判
的
な
家
臣
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
が
、
重

臣
た
ち
の
間
で
は
必
ず
し
も
奏
功
し
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

そ
し
て
天
正
六
年
の
耳
川
の
合
戦
で
大
友
宗
麟
の
軍
隊
は
島
津
軍
の
前
に
敗
退
し
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
説
く
信
仰
は
、
却
っ
て
敗
戦
の
原
因

と
見
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
一
五
七
九
年
一
二
月
一
〇
日
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
カ
リ
ヤ
ン
の
書
翰
で
は
、
宗
麟
の
軍
隊
に
同
伴
し
た
宣
教
師

た
ち
は
、
撤
退
に
際
し
豊
後
の
兵
か
ら
も
襲
撃
を
受
け
る
危
険
に
遭
遇
し
た
。
何
故
な
ら
「
彼
ら
は
異
教
徒
で
あ
っ
た
の
で
、
不
吉
な
予
感

で
凝
り
固
ま
り
、
司
祭
ら
が
原
因
で
国
王
ら
が
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
っ
た
が
た
め
に
、
神
仏
の
罰
が
下
さ
れ
る
の
だ
と
言
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
」（CEV

 I ff.440-440v.

『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・
一
五
一
頁
）。

逃
げ
延
び
た
司
祭
ら
を
宗
麟
は
人
々
の
面
前
で
感
謝
の
祈
り
と
共
に
迎
え
、
司
祭
ら
に
「
彼
の
心
は
変
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
神
に
仕
え
る

情
熱
と
望
み
が
さ
ら
に
増
大
し
た
と
述
べ
た
。
彼
は
そ
れ
ら
総
て
を
公
的
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
豊
後
の
人
々
の
不
満
と
司
祭
に
対
し
て
抱

い
て
い
る
怒
り
を
抑
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
国
王
（
の
意
志
）
が
か
く
も
堅
固
で
な
け
れ
ば
、
彼
ら
が
司
祭
に
対
し
て
無
礼
を
働



一
〇
四

い
た
り
害
を
及
ぼ
し
た
り
す
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
」（ibid.f.440v. 『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・
一
五
二
頁
）。

大
友
義
統
も
父
同
様
の
意
向
を
フ
ロ
イ
ス
に
伝
え
た
が
、「
豊
後
で
は
我
ら
に
対
し
て
大
い
な
る
抗
議
の
声
が
上
が
り
、
総
て
の
人
々
が

こ
れ
（
敗
戦
）
を
神
仏
の
罰
で
あ
る
と
い
っ
た
。
そ
の
た
め
若
い
王
の
義
兄
弟
の
一
人
が
彼
を
訪
ね
て
、
世
間
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
、
総
て
に
こ
れ
ほ
ど
の
悪
い
こ
と
が
起
こ
り
、
彼
ら
の
親
類
が
こ
れ
ほ
ど
憤
慨
し
て
い
る
の
で
、
彼
が
デ
ウ
ス
の
事
柄
に
こ
れ
以
上
関
わ

ら
な
い
よ
う
に
説
得
し
よ
う
と
し
た
」（ibid.f.441

『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・
一
五
二
〜
一
五
三
頁
）
と
い
う
。

イ
エ
ズ
ス
会
の
説
く
信
仰
の
現
世
利
益
へ
の
期
待
は
、
少
な
く
と
も
大
友
家
中
を
捉
え
る
こ
と
に
は
失
敗
し
た
。
そ
の
後
も
宗
麟
は
信
仰

を
守
り
、自
身
の
隠
居
領
津
久
見
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
支
配
を
行
っ
た
と
さ
れ
る）

11
（

が
、子
息
義
統
は
イ
エ
ズ
ス
会
か
ら
離
れ
て
行
っ

た
。
大
友
宗
麟
は
、
家
中
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
と
な
る
こ
と
は
出
来
ず
、
自
身
の
人
格
的
影
響
力
の
み
の
及
ぶ
隠
居
領

と
い
う
、
い
わ
ば
小
宇
宙
で
の
み
キ
リ
シ
タ
ン
領
主
た
り
え
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

お
わ
り
に
―
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の
成
立
根
拠

以
上
、
大
友
宗
麟
の
改
宗
の
事
情
を
出
来
る
だ
け
具
体
的
に
検
証
し
て
き
た
。
結
論
的
に
い
え
ば
宗
麟
の
関
心
は
、
か
な
り
の
程
度
、
信

仰
が
も
た
ら
す
現
世
利
益
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
が
宗
麟
個
人
の
み
な
ら
ず
、
大
友
家
中
の
人
々
に
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
を
広

め
る
上
で
有
効
な
面
も
あ
っ
た
。

し
か
し
家
中
と
軍
勢
を
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
に
よ
っ
て
結
束
さ
せ
る
試
み
は
破
綻
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
宗
麟
は
、
隠
居
領
に
お
け
る

キ
リ
シ
タ
ン
領
主
し
か
指
向
せ
ず
、
ま
た
な
り
え
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
他
の
大
名
に
目
を
移
せ
ば
、
家
中
と
そ
の
率
い
る
軍
勢
と

が
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
で
結
束
し
て
い
た
大
名
の
事
例
を
、
少
な
く
と
も
二
人
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
有
馬
晴
信
と
大
村
純
忠
で
あ
る
。



一
〇
五

大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

有
馬
晴
信
の
軍
勢
は
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
に
よ
り
結
束
し
戦
場
に
臨
ん
で
い
た
。そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
は
、天
正
一
二
年（
一
五
八
四
）

に
有
馬
・
島
津
の
連
合
軍
が
苦
戦
の
末
、
龍
造
寺
氏
の
軍
勢
を
打
ち
破
っ
た
合
戦
に
関
す
る
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
報
告
で
あ
る
（
一
五
八
四

年
八
月
三
一
日
書
翰
）。
そ
の
中
で
島
津
軍
の
異
教
徒
の
兵
士
た
ち
が
同
盟
す
る
有
馬
軍
に
対
し
て
「
汝
ら
は
突
撃
し
、
イ
エ
ズ
ス
・
マ
リ

ア
の
名
を
唱
え
よ
。
我
ら
は
八
幡
大
菩
薩
（
即
ち
彼
ら
の
戦
さ
の
神
で
あ
る
）
に
祈
ろ
う
」
と
呼
び
か
け
た
と
い
う
（Jap.Sin 9II f.275. 

な
お
『
日
本
史
』
第
二
部
第
五
二
章
、Frois, op.cit. IV

, p.60. 

『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
一
〇
・
五
三
・
三
一
八
頁
参
照
）。
有
馬
軍
が
「
イ
エ

ズ
ス
・
マ
リ
ア
」
の
名
を
唱
え
つ
つ
戦
う
軍
隊
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

ま
た
大
村
純
忠
の
戦
い
ぶ
り
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
平
戸
の
艦
隊
の
部
将
は
、
ド
ン
・
ベ
ル
ト
ラ
メ
ウ
（
純
忠
―
引
用
者
）

が
こ
の
勝
利
を
得
た
の
は
良
き
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
り
、
デ
ウ
ス
に
対
し
て
良
き
心
を
も
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
言
っ
た
。
こ
の
戦
闘
は
聖

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
日
に
行
わ
れ
、
そ
し
て
天
に
十
字
架
が
現
れ
た
と
（
人
々
は
）
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
戦
闘
に
、
左
胸
に
十
字

架
を
、ま
た
右
胸
に
荊
冠
を
、ま
た
背
中
に
別
の
十
字
架
の
下
絵
を
描
い
た
（
服
）
を
着
用
し
、戦
闘
に
お
い
て
は
旗
印
に
司
祭
コ
ス
メ
・
デ
・

ト
ル
レ
ス
が
彼
に
与
え
た
十
字
架
の
旗
を
携
え
て
臨
ん
だ
」（CEV

 I f.152. 

『
報
告
集
』
Ⅲ
二
・
二
二
七
〜
二
二
八
頁
）。
こ
れ
も
純
忠
軍
が

キ
リ
シ
タ
ン
の
軍
隊
で
あ
り
、
そ
の
力
を
背
景
に
勝
利
を
得
て
い
る
、
と
の
噂
が
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
領
国
内
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
絶
対
的
と
も
い
え
る
勢
力
で
あ
る
。
例
え
ば
有
馬
領
国
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
司

祭
の
デ
ィ
オ
ゴ
・
メ
ス
キ
ー
タ
は
、
イ
ン
ド
副
王
と
の
間
で
の
紛
争
を
収
め
る
た
め
に
、
日
本
か
ら
の
進
物
と
し
て
少
年
少
女
を
贈
る
こ
と

を
考
え
、
同
じ
く
宣
教
師
の
ジ
ョ
ア
ン
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
・
ツ
ヅ
を
通
じ
て
有
馬
晴
信
と
交
渉
し
た
。
晴
信
は
こ
れ
を
承
知
し
、
家
臣
た
ち
の

前
で
進
物
の
少
女
た
ち
を
ロ
ド
リ
ゲ
ス
に
見
せ
、
さ
ら
に
家
臣
た
ち
か
ら
少
年
た
ち
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
際
晴
信
は
「
パ
ー
ド
レ
た
ち
の

意
見
に
よ
っ
て
彼
ら
を
送
る
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
的
権
力
に
よ
っ
て
、
望
み
通
り
の
者
を
進
物
と
し
て
獲
得
で
き
る
も
の
と
考
え
た
。
事

実
彼
は
そ
の
通
り
実
行
し
、自
分
の
家
臣
た
ち
か
ら
少
年
た
ち
を
取
り
上
げ
た
」（
一
六
一
二
年
三
月
一
〇
日
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ピ
レ
ス
書
翰
、



一
〇
六

『
イ
エ
ズ
ス
会
と
日
本）

1（
（

』
二
・
五
五
頁
）。「
パ
ー
ド
レ
た
ち
」
の
奴
隷
狩
り
に
等
し
い
「
少
年
少
女
」
の
拉
致
に
も
、
家
臣
ら
か
ら
抗
議
は
出

な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
有
馬
領
国
に
お
け
る
宣
教
師
た
ち
の
「
絶
対
的
権
力
」
が
想
定
さ
れ
る
。

有
馬
、
大
村
両
者
と
も
家
中
の
分
裂
に
悩
ま
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
戦
い
に
イ
エ
ズ
ス
会
か
ら
の
物
心
両
面
の
援
助
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
特
に
養
子
と
し
て
大
村
家
当
主
と
な
っ
た
純
忠
は
、
前
当
主
の
血
筋
を
継
ぐ
後
藤
貴
明
、
及
び
そ
れ
を
支
援
す
る
平
戸
の
松

浦
氏
、ま
た
西
郷
氏
や
龍
造
寺
氏
と
の
戦
い
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。
そ
の
戦
い
で
は
「
司
祭
た
ち
が
彼
の
た
め
に
祈
っ
て
い
る
」（
一
五
六
四

年
某
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
書
翰
、CEV

 I f.152v. 『
報
告
集
』
Ⅲ
二
・
二
二
八
頁
）
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
バ
ッ
ク
・

ア
ッ
プ
が
あ
っ
た
と
は
想
定
に
難
く
な
い
。
龍
造
寺
隆
信
と
の
戦
い
で
、
苦
戦
の
只
中
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
軍
事
的
援
助
を
受
け
な
が
ら
受
洗

し
た
有
馬
晴
信
も
恐
ら
く
同
様
の
援
助
を
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
、
領
国
内
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
勢
力
の
大
き
さ
は
こ
う
し
た
点
に
由

来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
家
中
と
軍
勢
と
を
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
で
結
束
さ
せ
た
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の
出
現
の
大
き
な
要
因
の
一
つ
に
、
領
国
や

家
中
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
勢
力
の
大
き
さ
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
を
論
じ
る
こ
と
は
本
稿
の
範
囲
を
超
え
、

ま
た
現
在
の
筆
者
に
十
分
論
じ
る
準
備
は
な
い
の
で
他
日
を
期
す
る
こ
と
と
し
、
冗
長
に
堕
し
た
本
稿
を
閉
じ
た
い
。

〔
注
〕

（
１
）
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
数
あ
り
、
管
見
の
限
り
で
も

以
下
の
研
究
が
あ
る
。

 

　

大
友
宗
麟
に
つ
い
て
は
、
外
山
幹
夫
『
大
友
宗
麟
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
七
五
年
）、渡
辺
澄
夫
「
大
友
宗
麟
と
キ
リ
ス
ト
教
的
理
想
国
」（『
史

学
論
叢
』
一
一
、一
九
八
〇
年
）、
清
水
紘
一
「
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
領
国

の
形
成
」（
同
『
織
豊
政
権
と
キ
リ
シ
タ
ン
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一

年
、
初
出
一
九
八
六
年
）、
五
野
井
隆
史
「
大
友
宗
麟
の
改
宗
と
豊
後
教

界
」（
同
『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
二
年
、

初
出
一
九
九
三
年
）、
李
垠
庚
「
戦
国
大
名
大
友
宗
麟
（
一
五
三
〇
〜

一
五
八
七
）
の
領
国
経
営
と
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
」（『
年
報
地
域
文
化

研
究
』
七
、二
〇
〇
三
年
）。



一
〇
七

大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

 
　

大
村
純
忠
に
つ
い
て
は
松
田
毅
一「
大
村
純
忠
伝
」（
同『
日
葡
交
渉
史
』

教
文
館
、
一
九
六
三
年
、
初
出
一
九
五
五
年
）、
外
山
幹
夫
「
い
わ
ゆ
る

「
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
」
の
実
相
」（『
日
本
歴
史
』
三
八
七
、一
九
八
〇
年
）、

高
瀬
弘
一
郎
「
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
」（
同
『
キ
リ
シ
タ
ン
の
世
紀
―
ザ
ビ

エ
ル
渡
日
か
ら
「
鎖
国
」
ま
で
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）。

 

　

有
馬
晴
信
に
つ
い
て
は
松
田
毅
一
「
南
蛮
貿
易
と
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門

の
関
係
に
つ
い
て
―
十
六
世
紀
の
口
之
津
・
加
津
佐
」（
同
『
近
世
初
期

日
本
関
係
南
蛮
史
料
の
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九
六
七
年
）、
五
野
井
隆

史
「
島
原
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
」（
同
『
島
原
の
乱
と
キ
リ
シ
タ
ン
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）。

 

　

高
山
右
近
に
つ
い
て
は
片
岡
弥
吉
『
高
山
右
近
大
夫
長
房
伝
』（
カ
ト

リ
ッ
ク
中
央
書
院
、
一
九
三
六
年
）、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ラ
ウ
レ
ス
『
高
山
右

近
の
生
涯
―
日
本
初
期
基
督
教
史
』（
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
一
九
四
八

年
）、同
『
高
山
右
近
の
研
究
と
史
料
』（
六
興
出
版
社
、一
九
四
九
年
）、

海
老
沢
有
道
『
高
山
右
近
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
年
）、
松
田
毅

一
「
高
山
右
近
伝
の
補
足
的
研
究
」（『
日
本
歴
史
』
一
七
三
、一
九
六
二

年
）、中
西
裕
樹
編
著『
高
山
右
近
―
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
へ
の
新
視
点
』（
宮

帯
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、
な
お
本
書
序
章
総
論
で
は
中
西
氏
に
よ
り

現
段
階
の
研
究
成
果
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
）。

 

　

黒
田
孝
高
に
つ
い
て
は
Ｈ
・
チ
ー
ス
リ
ク
「
慶
長
年
間
に
お
け
る
博

多
の
キ
リ
シ
タ
ン
」（『
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
』
一
九
、一
九
七
九
年
）、
同

「
キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
の
黒
田
如
水
」（『
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
会
報
』

第
二
一
年
第
四
号
、
一
九
八
一
年
）、
清
水
紘
一
「
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
黒

田
官
兵
衛
」（
小
和
田
哲
男
監
修
『
黒
田
官
兵
衛
―
豊
臣
秀
吉
の
天
下
取

り
を
支
え
た
軍
師
』
宮
帯
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）。

 

　

小
西
行
長
に
つ
い
て
は
島
津
亮
二
『
小
西
行
長
―
「
抹
殺
」
さ
れ
た

キ
リ
シ
タ
ン
大
名
の
実
像
』（
八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
２
） 

黒
田
基
樹
『
戦
国
大
名
』（
平
凡
社
、二
〇
一
四
年
）
序
章
。「「
戦
国
大
名
」

は
、
大
名
家
当
主
を
頂
点
に
、
そ
の
家
族
、
家
臣
な
ど
の
構
成
員
を
含

め
た
組
織
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
一
五
頁
）。

（
３
） 

勝
俣
鎮
夫
「
戦
国
大
名
『
国
家
』
の
成
立
」（『
戦
国
時
代
論
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
九
四
年
）
を
は
じ
め
多
数
。
黒
田
前
掲
書
（
注

（
２
）
に
同
じ
）
は
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
戦
国
大
名
論
が
現
在
到
達
し

た
点
の
一
つ
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
４
） 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
書
翰
集
』
原
文
編
之
三
、 

p. 119. 

同
訳
文
編
之
三
、一
六
八
頁
、
五
野
井
前
掲
『
日
本
キ
リ
シ
タ
ン

史
の
研
究
』（
注（
１
）に
同
じ
）一
三
四
頁
、な
お
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス『
日

本
史
』
第
一
部
第
一
六
章
（Luis Frois, "H

istória de Japam
 I

〜V
", 

edição anotados por Jose W
icki, Biblioteca N

ational de Lisboa, 
1976-1984, I pp.105-106, 

松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳
『
フ
ロ
イ
ス
日
本

史
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七~

八
〇
年
）
第
六
巻
第
一
四
章
一
六
八
頁

―
以
下
『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
六
・
一
四
・
一
六
八
頁
の
如
く
略
記
）
に

も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

（
５
）
大
名
と
し
て
の
立
場
を
考
慮
し
つ
つ
大
友
宗
麟
の
信
仰
を
検
討
す
べ
き

こ
と
の
必
要
性
は
、
李
前
掲
論
文
（
注
（
１
）
に
同
じ
）
で
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
李
論
文
の
論
旨
は
私
見
と
は
異
な
る
が
、
こ
の
指
摘
は
妥



一
〇
八

当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
６
）
大
名
や
領
主
の
領
民
へ
の
影
響
力
を
指
摘
す
る
証
言
は
多
い
。「
当
地
の

領
主
等
は
人
民
の
扱
い
が
極
め
て
厳
格
で
あ
り
、
人
民
は
悉
く
彼
ら
に

従
っ
て
い
る
た
め
、（
改
宗
事
業
の
成
果
の
）
大
半
は
国
王
の
庇
護
如
何

に
か
か
っ
て
い
る
」（
一
五
六
五
年
九
月
二
三
日
ジ
ョ
ア
ン
・
フ
ェ
ル
ナ

ン
デ
ス
書
翰
、CEV

 I f.199v.

『
報
告
集
』
Ⅲ
三
・
四
七
頁
）。「
貴
人
と

平
民
の
も
と
で
成
果
を
収
め
る
に
は
、
ま
ず
初
め
に
国
を
治
め
る
諸
侯

の
心
を
つ
か
み
…
…
こ
れ
な
く
し
て
は
以
下
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
決

し
て
成
果
は
得
ら
れ
ず
…
…
」（
一
五
六
九
年
七
月
一
二
日
ル
イ
ス
・
フ

ロ
イ
ス
書
翰
、ibid. f.274v.

『
報
告
集
』
Ⅲ
三
・
三
四
二
頁
）
等
。

（
７
）
本
書
翰
は
リ
ス
ボ
ン
市
ト
ー
レ
・
ド
・
ト
ン
ボ
文
書
館
（A

rquivo 
N

ational da T
orre do T

om
bo, Lisboa

）
のJesuitas28

に
収
録
さ

れ
て
お
り
（
以
下T

T
J

と
略
称
）、
こ
れ
が
よ
り
原
型
に
近
い
と
判
断
さ

れ
る
の
で
引
用
に
は
こ
れ
を
用
い
た
。
但
し
テ
キ
ス
ト
は
大
部
分CEV

所
収
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
の
で
、
特
に
必
要
な
場
合
以
外
は
訳
文
の

み
を
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
８
）
外
山
前
掲
書
（
注
（
１
）
に
同
じ
）、
一
四
三
〜
四
頁
、
福
川
一
徳
「
大

友
義
統
の
家
督
相
続
を
め
ぐ
っ
て
の
一
考
察
」（
渡
辺
澄
夫
先
生
古
稀
記

念
事
業
会
編
・
発
行
『
九
州
中
世
社
会
の
研
究
』
一
九
八
一
年
）。

（
９
）
な
お
円
斎
の
名
で
出
さ
れ
た
法
名
書
出
が
二
通
あ
る
。
こ
れ
は
『
城
内

文
書
』（
天
正
八
年
）
十
月
十
四
日
の
辻
間
若
狭
入
道
宛
の
も
の
と
、『
津

崎
文
書
』（
天
正
十
年
）
八
月
十
一
日
の
津
崎
大
和
入
道
宛
の
も
の
で
、

前
者
は
法
名
宗
麟
の
下
の
字
「
麟
」
の
字
を
上
に
つ
け
た
麟
種
の
法
名

を
、
後
者
は
「
麟
春
」
の
法
名
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
宛
名
の
人
物
に
下
賜

し
た
も
の
で
あ
る
。
僧
侶
で
な
い
宗
麟
が
法
名
を
与
え
る
と
い
う
点
か

ら
み
て
、
宗
教
の
次
元
で
は
特
異
と
も
み
ら
れ
る
行
為
で
あ
る
が
、
大

友
家
中
に
「
麟
□
」
型
の
法
名
を
も
つ
家
臣
が
見
出
さ
れ
る
点
か
ら
み

る
と
、
通
常
の
一
字
書
出
と
同
じ
く
、
主
従
関
係
の
確
認
と
し
て
行
わ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

（
10
）〔
〕
内
の
原
文
はporque o m

odo que elle teue de a aquirir 
por sua auia já tantos annos ainda que não ouuesse outras 
causas urgentes com

o auia anullaua entre elles o uinculo do 
m

atrim
ónio. 

因
み
に
『
日
本
史
』
第
二
部
第
二
章
の
記
述
は"ainda 

que não ouuesse outras causas urgentes com
o auia"

が
省
略
さ

れ
て
い
る
以
外
殆
ど
同
じ
で
あ
る
。（Frois, op.cit III p.16. 

『
フ
ロ
イ

ス
日
本
史
』
七
・
三
七
・
一
三
三
頁
）。
一
方CEV

で
は
、こ
の
部
分
が
「
最

初
の
女
性
と
の
婚
姻
関
係
も
ま
た
既
に
破
棄
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
以

上
、（
そ
の
婚
姻
関
係
は
）
正
当
な
理
由
に
よ
り
非
合
法
で
無
効
で
あ
る
」

と
な
っ
て
お
り
（I f.419, 

『
報
告
集
』
Ⅲ
五
・
九
〇
頁
）、
い
わ
ゆ
る
パ
ウ

ロ
特
権
を
根
拠
に
、
宗
麟
の
正
室
と
の
結
婚
を
イ
エ
ズ
ス
会
が
無
効
と

し
た
点
は
改
変
さ
れ
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ス
自
身
の
草
稿
の
ま
ま
で
伝
え

ら
れ
た
『
日
本
史
』
に
は
、
当
初
作
成
し
た
報
告
書
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

収
録
さ
れ
、『
日
本
通
信
』
に
収
録
さ
れ
る
際
に
は
改
竄
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

（
11
）『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
七
・
三
七
・
一
三
九
頁
の
注（
7
）で
は
、
こ
の
二
つ

の
日
本
側
史
料
と
『
日
本
史
』
と
の
一
致
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。



一
〇
九

大
友
宗
麟
の
改
宗
―
―
そ
の
実
態
と
背
景
―
―

（
12
）
例
え
ば
『
日
本
史
』
第
一
部
第
一
七
章
に
は
、
不
随
の
身
で
あ
っ
た
七
〇

歳
の
異
教
徒
の
老
人
が
受
洗
し
て
健
康
を
回
復
し
た
例
が
み
ら
れ
る

（Frois, op.cit. I pp.110-111. 

『
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
』
六
・
一
五
・
一
八
一

頁
）。
な
お
拙
著
『
島
原
の
乱
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
五
年
、

一
一
四
〜
一
一
七
頁
参
照
の
こ
と
。

（
13
）
本
書
翰
の
日
付
は
、CEV

（
及
び
『
報
告
集
』）
で
は
一
五
七
七
年
六
月

五
日
、Jap.Sin.8III
で
は
「
聖
体
の
日
の
今
日
一
五
七
七
年
六
月
六
日

（oje dia de corpus Christi 6 de Junho de 1577

）」、T
T

J

で
は

「
一
五
七
七
年
の
聖
体
の
日
の
今
日
（oje dia de corpus Christi de 

1577

）」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
はJap.Sin.

の
そ
れ
に
従
う
。

（
14
）
渡
辺
澄
夫
氏
は
宗
麟
が
寺
社
を
破
壊
し
た
の
は
受
洗
以
後
と
み
る
べ
き

こ
と
、
さ
ら
に
「
豊
後
国
内
と
日
向
（
理
想
国
家
）
と
の
場
合
を
区
別

す
べ
き
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
豊
後
国
内
で
は
「
そ
れ
が
行
わ
れ
た
と
し

て
も
不
明
瞭
で
、
若
し
実
施
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
で
は
な
」
い
の

に
比
し
て
「
日
向
の
場
合
は
自
発
的
で
あ
り
、
積
極
的
で
あ
り
、
大
規

模
か
つ
徹
底
的
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
渡
辺
前
掲
論
文
、

注
（
１
）
に
同
じ
）。

（
15
）
五
野
井
隆
史
「
キ
リ
シ
タ
ン
布
教
と
都
市
」（
五
野
井
前
掲
書
（
注
（
１
）

に
同
じ
）、
初
出
一
九
九
五
年
。
拙
稿
「
中
近
世
日
本
の
在
来
宗
教
と
キ

リ
ス
ト
教
―
「
天
道
」
思
想
を
中
心
に
」（
深
沢
克
己
編
『
ユ
ー
ラ
シ

ア
諸
宗
教
の
関
係
史
論
―
他
者
の
受
容
、
他
者
の
排
除
』
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
〇
年
）。

（
16
）

原

文

は
、C

am
inho, ou ordem

 e prouidência do ceo. 

Com
m

um
m

ente cham
am

os já a D
eos por este nom

e. Posto 
que os gentios não parece que atinauão m

ais que com
 o 

prim
eiro sentido. 

な
お
こ
の
訳
文
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「「
天
道
」
思

想
と
「
神
国
」
観
」（
島
薗
進
・
高
埜
利
彦
・
林
淳
・
若
尾
政
希
編
『
神
・
儒
・

仏
の
時
代
』〈『
シ
リ
ー
ズ
日
本
人
と
宗
教
』
二
〉
春
秋
社
、二
〇
一
四
年
）

の
注
（
３
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
17
）
前
掲
拙
稿
（
注（
16
）に
同
じ
）。

（
18
）
河
内
祥
輔
「
中
世
に
お
け
る
神
国
の
理
念
」（『
日
本
中
世
の
朝
廷
・
幕

府
体
制
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
七
年
、初
出
一
九
九
五
年
）
二
六
八
頁
。

（
19
）
こ
の
よ
う
な
宣
教
を
展
開
し
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
が
、
本
能
寺
の
変
を

知
っ
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
結
局

イ
エ
ズ
ス
会
は
、
信
長
の
滅
亡
を
、
自
ら
を
神
と
崇
め
さ
せ
よ
う
と
し

た
デ
ウ
ス
に
対
す
る「
不
敬
」行
為
が
招
い
た
神
の
罰
と
し
た（
一
五
八
二

年
一
一
月
五
日
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
、CEV

 II ff.62-63. 『
報
告
集
』

Ⅲ
六
・
一
二
一
〜
一
二
二
頁
）。

 

　

し
か
し
、
本
能
寺
の
変
を
伝
え
る
前
掲
フ
ロ
イ
ス
書
翰
よ
り
僅
か
五

日
前
の
日
付
を
も
つ
一
五
八
二
年
一
〇
月
三
一
日
の
書
翰
に
は
、
若
干

の
混
乱
が
み
ら
れ
る
。

 

　

第
一
に
本
書
翰
に
お
い
て
フ
ロ
イ
ス
は
、「
滝
川
殿

（T
aquecauadono

）は
、（
武
田
氏
と
の
）戦
闘
に
お
い
て
四
郎
殿（
勝
頼
）

の
首
を
と
っ
た
の
で
、
信
長
は
彼
に
そ
の
褒
賞
と
し
て
一
王
国
を
本
年

第
七
の
月
に
（no setim

o m
ês deste anno

）
与
え
た
」
と
記
す
（ibid. 

f.61.
同
前
一
一
五
〜
一
一
六
頁
）。「
第
七
の
月
」
は
和
暦
七
月
を
指
す
と



一
一
〇

考
え
ら
れ
る
か
ら
、
本
能
寺
の
変
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
記
す
は
ず
の
な

い
誤
報
で
あ
る
。
し
か
も
都
か
ら
の
情
報
は
、
一
五
八
二
年
一
月
一
六

日
付
書
翰
、及
び
同
年
六
月
一
七
日（
和
暦
五
月
二
七
日
）付
書
翰（cartas 

que de lá vierão as prim
eiras feitas a dezaseis de Ianeiro, &

 
as outras a dezasete de Iunho deste anno de 1582

）
に
よ
る
と

述
べ
て
い
る
の
に
（ibid. f. 58. 

同
前
一
〇
八
頁
）、「
第
七
の
月
」
の
都

方
面
の
出
来
事
を
記
す
と
い
う
齟
齬
を
来
し
て
い
る
。

 

　

恰
も
本
能
寺
の
変
を
、
一
〇
月
三
一
日
（
和
暦
一
〇
月
五
日
）
に
は

未
だ
知
ら
ず
、
僅
か
五
日
後
の
一
一
月
五
日
（
和
暦
一
〇
月
一
〇
日
）

に
初
め
て
知
っ
た
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
肥
前
国
鍋
島
直
茂
が
、
本
能

寺
の
変
の
報
に
、
い
ち
早
く
羽
柴
秀
吉
に
好
み
を
通
じ
、
七
月
一
一
日

に
秀
吉
が
こ
れ
に
答
礼
し
て
い
る
こ
と
（『
大
日
本
史
料
』
第
一
一
編
、

天
正
一
〇
年
七
月
一
一
日
条
）
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
れ
以
前
に
は
九

州
各
地
で
変
は
知
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
同
じ
肥
前
国
の
キ
リ
シ
タ

ン
大
名
大
村
純
忠
、
有
馬
晴
信
、
ま
た
島
津
氏
と
の
交
戦
の
中
で
信
長

か
ら
停
戦
の
仲
介
を
う
け
た
大
友
宗
麟
が
、
信
長
関
係
の
情
報
に
つ
い

て
、
鍋
島
直
茂
よ
り
大
幅
に
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
可
能
性
は
決
し
て
高

い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
西
暦
一
〇
月
三
一
日
（
和
暦
一
〇
月
五
日
）

の
時
点
で
フ
ロ
イ
ス
が
本
能
寺
の
変
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
な
い
と

は
い
え
ず
、
本
能
寺
の
変
を
知
ら
な
い
が
如
く
の
記
述
は
奇
異
の
感
を

免
れ
な
い
。

 

　

さ
ら
に
一
一
月
五
日
の
書
翰
で
は
前
述
の
信
長
の
不
敬
行
為
を
記

し
、「
上
記
の
礼
拝
が
な
さ
れ
た
安
土
山
の
祝
祭
か
ら
十
九
日
を
経
た

時
、
後
に
述
べ
る
通
り
彼
の
身
体
は
灰
塵
と
な
っ
て
地
に
帰
し
、
彼
の

霊
魂
は
地
獄
に
葬
ら
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
（CEV

 II f.63. 

『
報
告
集
』

Ⅲ
六
・
一
二
二
頁
）。「
安
土
山
の
祝
祭
」
は
和
暦
五
月
一
一
日
か
一
二
日

の
こ
と
（
本
能
寺
の
変
を
和
暦
六
月
一
日
夜
と
み
れ
ば
五
月
一
一
日
、

二
日
朝
と
み
れ
ば
一
二
日
）
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
フ
ロ
イ
ス
の
一
〇
月

三
一
日
書
翰
の
都
方
面
情
報
は
、
前
述
の
よ
う
に
和
暦
五
月
二
七
日
迄

の
情
報
を
も
と
に
し
て
い
る
か
ら
、
五
月
一
一
日
な
い
し
一
二
日
に
行

わ
れ
た
は
ず
の
安
土
山
の
祝
祭
に
つ
い
て
、
こ
の
書
翰
に
言
及
が
な
い

の
は
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
も
書
翰
日
付
の
和
暦
五
月
二
七
日
当
日
に

織
田
信
孝
が
、
四
国
征
伐
に
向
け
て
安
土
を
出
発
し
た
こ
と
は
明
記
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
（Ibid.f.61.

同
前
一
一
六
頁
）。
安
土
の
オ
ル
ガ
ン

テ
ィ
ー
ノ
周
辺
で
は
、
信
長
の
「
不
敬
」
行
為
を
記
す
に
値
し
な
い
瑣

末
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
で
も
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 

　

以
上
の

が
、
本
能
寺
の
変
が
イ
エ
ズ
ス
会
に
与
え
た
衝
撃
と
関
係

が
あ
る
、
と
み
る
の
は
憶
測
が
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
、
後
考
を
待
ち
た

い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
フ
ロ
イ
ス
の
上
記
二
書
翰
は
利
用
に
あ
た
り
厳

密
な
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
20
）
渡
辺
氏
前
掲
論
文
（
注
（
１
）
に
同
じ
）。

（
21
）
岸
野
久
訳
・
高
瀬
弘
一
郎
訳
注
『
イ
エ
ズ
ス
会
と
日
本
』
二
、岩
波
書
店
、

一
九
八
八
年


